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第１ はじめに 

昨今は、世の中のあらゆるもののデジタル化が急速に進行し、国によ

る社会全体のデジタル化を推進する取り組みを受け、本県においても、

令和２年３月に「高知県行政サービスデジタル化推進計画」を策定し、

デジタル化の取り組みを推進してきた。こうした取り組みの中、新型コ

ロナウイルス感染症の流行を契機として、Ｗｅｂ会議やテレワーク1の普

及、非接触型のビジネスモデルへの転換などが急速に進み、あらゆる分

野の社会経済活動が大きく変化する一方で、特に行政分野におけるデジ

タル化の遅れが明らかとなった。 

 

こうした状況を踏まえ、国は、「骨太の方針 2020」において、デジタ

ル化の推進を政策の一丁目１番地と位置付け、あらゆる分野のデジタル

化を強力に推進する方針を示し、その実現に向けた総合的な調整を行う

ため、令和３年９月にデジタル庁を創設した。 

 

デジタル技術は、本県など地方、特に中山間地域においてこそ必要か

つ有効であることから、デジタル技術を積極的に活用することにより、

地場産業の高度化や新たな産業を創出するとともに、行政サービスを含

む生活インフラの確保を図り、暮らしの質を向上させ、地域で若者が安

心して暮らし続けられる地方を作り出していくことが可能となる。 

本県においては、行政サービスに限らずあらゆる分野を対象としてデ

ジタル化を推進するため、行政サービスのデジタル化が主体であった計

画を、令和３年３月に以下のポイントにより大幅に改定し、「高知県デジ

タル化推進計画」へとバージョンアップを図った。 

１ 県民サービスの向上を最優先課題として位置付け 

２ デジタルデバイド2対策などにより、利用拡大を目指す段階へ移行 

３ ５つの基本政策におけるデジタル化の取り組みを一元化 

 

また、令和３年度に国は、「新しい資本主義」実現に向けた成長戦略の

最も重要な柱として「デジタル田園都市国家構想」を掲げ、デジタル改

革、規制改革、行政改革に係る横断的課題を一体的に検討し実行する「デ

ジタル臨時行政調査会」を設置するなど、デジタル社会の実現に向けて

取り組みを加速化している。さらに、令和４年 12月「全国どこでも誰も

が便利で快適に暮らせる社会」の実現を目指すため、「まち・ひと・しご
                                                      
1 テレワークとは、ICT を活用して、場所と時間を有効に活用できる柔軟な働き方のこと。 
2 デジタルデバイドとは、インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できな

い者との間に生じる格差のこと。 
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と創生総合戦略」を抜本的に改訂し、に「デジタル田園都市国家構想総

合戦略」を策定した。 

 

本計画においても国の方針を踏まえ、生活、産業、行政の３つの切り

口で将来イメージを描き、施策のバージョンアップを図りながら、「デジ

タル化の恩恵により、暮らしや働き方が一変する社会」の実現を目指し

ていく。 

 

（将来イメージ） 

生活：遠隔教育や遠隔医療、ドローンを活用した物資の確保などによ

り、中山間地域においても、都市部と遜色ない生活を送ること

ができる 

産業：デジタル技術と地場産業が融合し、先導する一次産業分野を中

心として、生産性が飛躍的に向上することで、一人ひとりの稼

ぐ力が高まる 

行政：行政手続のオンライン化により、役所へ足を運ぶことなく、自

宅や職場からスマートフォンひとつで行政手続が完結する 

 

 

第２ 計画期間 

計画期間は、令和２年４月から令和６年３月までの４年間とする。 
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第３ Ｖｉｓｉｏｎ ～令和５年度末の目指す姿～ 

デジタル化推進計画のＶｉｓｉｏｎ・令和５年度の目指すべき姿とし

て、以下の３点を掲げ、ＰＤＣＡサイクルを回しながら、その実現に向

け取り組むこととする。 

①県民サービスの向上 

 ・県民・企業等における対行政コストの縮減 

 ・新たな行政サービスの提供等による満足度アップ 

 ・デジタルデバイドへの配慮 

 

②デジタル技術を活用した課題解決と産業振興 

 ・デジタル技術を活用した行政課題の解決 

 ・課題解決型の産業創出や地場産業の高度化 

 

③行政事務の抜本的な効率化 

 ・行政運営コストの縮減 

 ・働き方改革の推進 

 

また、Ｖｉｓｉｏｎの実現に向け、各事業・取り組みを以下の５つの

Ａｐｐｒｏａｃｈに分類、構成することとする。 

 

▼取り組みの構成イメージ 

Ｓｔｒａｔｅｇｙ（戦略）：ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）※の推進 

※デジタル技術の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる 

 ５つのＡｐｐｒｏａｃｈ（取組項目）で取り組みを推進 
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第４ Ａｐｐｒｏａｃｈ 

～Ｖｉｓｉｏｎ実現・自治体ＤＸの推進に向けた取り組み～ 

 

令和５年度は、以下のバージョンアップのポイントにより、施策の強

化を図る。 

 

バージョンアップのポイント 

【ポイント１】 

各産業分野におけるデジタル技術を活用した構造転換の推進！（産業） 

・ＩｏＰプロジェクトの推進 

・スマート林業の推進 

・高知マリンイノベーションの推進 

・デジタル技術の活用による商店街の活性化 

・デジタルツインによる新たな行政サービスの検討 など 

【ポイント２】 

中山間地域の課題解決に向けたデジタル実装のさらなる推進！（生活） 

・オンライン診療・服薬指導の拡大 

・遠隔授業等の実施校や配信科目の拡充 

・緊急物資搬送用ドローン運航管理システムの構築 

・中山間地域デジタル化支援事業の推進 

・公共交通におけるマイナンバーカード活用の実証 など 

【ポイント３】 

県庁ワークスタイルの変革と市町村支援の強化！（行政） 

・県庁ワークスタイル変革プロジェクトの推進 

・市町村ＤＸ推進アドバイザー事業の拡大 

・市町村業務改善支援事業の推進 など 
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Ａｐｐｒｏａｃｈ１ あらゆる行政サービスのデジタル化  

県の行政サービスとは、県民や企業に価値を提供するもの、又は県民

や企業が価値を創造する一助となるものでなければならない。また、行

政サービスは、利用者にとって簡単で便利に利用することができるもの

でなければならない。 

国においては、「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」（令和

２年 12 月 25 日）を策定し、目指すべきデジタル社会のビジョンとして

「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶ

ことができ、多様な幸せが実現できる社会 ～誰一人取り残さない、人

に優しいデジタル化～」を掲げている。 
このビジョンの実現に向けて、行政サービスは、デジタル技術やデー

タを活用して、住民の利便性を向上させるとともに、業務効率化を図り、

人的資源をサービスの更なる向上につなげていくことが求められている。 
さらに、デジタル手続法では、行政のあらゆるサービスをデジタルで

完結させるためにデジタル３原則を基本原則として明確化するとともに、

国の行政手続のオンライン化実施を原則とした。 
また、新型コロナウイルス感染症の拡大により、地方自治体において

も、行政手続のオンライン化が求められており、その実現に向けた書面・

押印・対面規制の抜本的な見直しを行い、行政手続のオンライン化に取

り組んでいる。 

加えて、これまでデジタル技術に触れる機会が少なかった県民も多い

ことを踏まえ、デジタルデバイド（情報格差）の是正を図るために必要

な施策を講ずることや、デジタルサポートという発想への転換を図って

いくことも重要である。 

 

 

１ 行政手続のオンライン化 

地方自治体の行政手続については、これまで一部を除いて書面や対面

による申請（オフライン）が主体であった。一方、民間サービスにおい

ては、インターネットを通じた契約・決済も一般的になっていることと

の比較として、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大により、行政分

野におけるオンライン化の遅れが顕在化した。 

国は、地方自治体が優先的にオンライン化を推進すべき手続のうち、

特に国民の利便性向上に資する手続として、３１業務を示し、積極的・

集中的にマイナポータルを活用したオンライン化を進める方針である。
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本県においても、原則オンライン化の方針で取り組みを進めている。 

さらに、新型コロナウイルスの感染拡大への対応という観点からも、

非対面での申請が可能となるよう、行政手続のオンライン化が急務とな

っている。 

これまでオンライン化に向けて大きな課題となっていた法令等の制限

や本人確認の手法については、国がその対応方針について整理し、多く

の業務についてオンライン化が可能となり、令和３年度には、内閣総理

大臣が会長となる「デジタル臨時行政調査会」を設置し、書面・対面を

前提とした行政手続の見直しなどのデジタル改革に取り組んでいる。 

これらを踏まえ、各地方自治体においても、電子申請システムの導入

や業務フローの見直し、条例改正等により、積極的な行政手続のオンラ

イン化の取り組みが進んでいる。 

 

【 現状 】 

本県では、令和２年度に汎用的な電子申請システムを導入し、行政手

続の申請者等の押印、参考資料や行政が発行する書類の原本添付、手数

料・使用料等の納付、本人確認など行政手続をオンライン化していくた

めに解決すべき課題を整理し、オンライン化が可能な業務から積極的に

前倒しして取り組む方針としている。 

また、取り組みにおいて課題となっていた、書類や押印の取扱いにつ

いて、国から示された留意事項を踏まえ、「書面規制、押印、対面規制の

見直しについて」（令和２年 10月 28 日付け総務部長通知）により、取り

組みの徹底を図っている。 

オンライン手続に伴う手数料等の納付については、令和３年度に条例

等の改正や事務処理方法の整理、電子収納システムの導入を行っており、

令和４年４月から全庁的に活用を開始した。 

さらに、契約事務におけるオンライン化を進めていくため、令和４年

５月から立会人型の電子契約サービスの運用を開始した。 

 

【 課題 】 

 電子申請システムについては、令和４年度末までに約 3,400 手続への

導入を見込んでおり、一定程度進んできた。今後は、導入した手続に

ついて、県民や県内事業者の利用率を高める必要がある。 

 手数料等の納付を伴う手続については、「対面で相談対応・申請受理

を行う必要がある」、「団体等による申請の取りまとめが行われてい
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る」といった理由で、オンライン化できていない手続がある。 

 本県の令和２年国勢調査におけるインターネット回答の割合は全国

最下位の２６％であり、県民の多くがオンラインによる行政手続に関

わる機会が少なく、周知されていないことが考えられる。 

 行政手続のオンライン化と併せて、電子申請システムの活用促進に向

けた広報活動が必要である。 

 オンラインとオフラインのそれぞれで行われた手続について、バック

オフィスにおける情報の一元管理が必要となるため、これまで情報を

管理していた既存システムと電子申請システムを連携させることや

ＡＩ－ＯＣＲ3及びＲＰＡ4を活用したデータ連携などが必要である。 

 

【 取り組みの方向性 】 

 あらゆる行政サービスのデジタル化を原則とし、費用対効果を考慮し

ながら、オンライン手続の拡大を図る。 

 県への申請・届出については、令和５年度に各所属に設置するＤＸ推

進員を中心に、申請件数の多い手続を対象として、申請者向けのマニ

ュアルの提供、関係者への説明会の実施などにより、電子申請システ

ムの利用率を高める。また、申請・届出だけでなく、県が関係するイ

ベント・セミナーへの参加申込、県民を対象としたアンケート等、県

に対して行うあらゆる手続を対象としてオンライン化を進める。 

 手数料等の納付を伴う手続については、申請件数が多い業務や、導入

効果の高い業務について、改めて手続の様式やプロセスを確認し、オ

ンライン化に向けた業務の見直しを進める。 

 県民の行政手続の大部分は市町村への申請であるため、電子申請シス

テムの市町村との共同利用の拡大に取り組む。また、国の「マイナポ

ータル（ぴったりサービス）」との連携促進等により、県民の利便性

向上を図る。 

 オンライン手続における本人確認は、「行政手続におけるオンライン

による本人確認の手法に関するガイドライン」（平成 31 年２月 25 日

ＣＩＯ連絡会議決定）に基づき、マイナンバーカードの公的個人認証
5機能の活用など各手続に応じて適切な本人確認を行う。 

                                                      
3 AI-OCR とは、AI（人工知能）により手書き書類等の文字情報を認識し、データに変換する技術のこ

と。 
4 RPA（Robotic Process Automation）とは、職員が行うキーボードやマウス等の端末操作を自動化す

る技術のこと。 
5 公的個人認証とは、オンラインで行政手続などを行う際に、「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐ

ために用いられる本人確認の手段のこと。 
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 電子契約サービスについては、公共工事を中心として、順調に契約件

数が増えている。契約相手先にメリットや簡単な手続であることを周

知し、利用の拡大を図る。 

 建設工事等に係る入札参加資格の審査を簡素化するため、「高知県土

木行政総合情報システム」の機能を拡充し、令和５年度から申請手続

のオンライン化を図る。 

 多くの県民がオンライン化のメリットを享受できるよう、電子申請の

利便性の周知・普及、さらに地域に根付いたデジタル活用支援の活動

につなげていくため、国事業（総務省のデジタル活用支援推進事業）

では手の届かない地域を中心に、デジタル機器に不慣れな高齢者等に

対して、身近な場所で何度でも気軽に相談ができ、スマートフォンの

操作や安全・安心な利用方法を教えることのできる人材の養成に継続

的に取り組む。 

 電子申請により受け付けたデータを既存のシステムに連携すること

により、オンライン（電子申請）とオフライン（窓口）の情報連携を

図る。 

 

 

（１）Ｗｅｂ会議システムの活用 

今般のコロナ禍により、企業間・個人間の非対面・非接触でのコミュ

ニケーションツールとしてＷｅｂ会議が急速に普及し、ビジネスはもと

より、日常生活やテレビなどマスメディアでも活用が進むなど、一般的

な技術として定着が進んでいる。 

地方自治体においても、Ｗｅｂ会議システムの活用が進み、全国規模

の会議にも利用されている。 

 

【 現状 】 

移動時間、旅費等の削減や、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を

目的に、県庁内部及び県と市町村間、民間事業者との会議や打ち合わせ

をオンラインで行うことができるよう、インターネット系及びＬＧＷＡ

Ｎ6系のそれぞれのネットワークを利用するＷｅｂ会議システムを令和

２年度に導入した。 

現在、会議での活用のほか、職員研修などの用途においてＷｅｂ会議

システムを用いてオンデマンド化している。 
                                                      
6 LGWAN（Local Government Wide Area Network）とは、地方公共団体間や国の各府省等を接続する行

政専用のネットワークのこと。 
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【 課題 】 

 県民との相談業務など、Ｗｅｂ会議システムの利用範囲は、今後さら

に拡大することが見込まれ、その対象の選定、洗い出しが必要である。 

 Ｗｅｂ会議システムを活用した会議や相談、研修が一般化すれば、ラ

イセンス、回線容量の拡大が必要となる。 

 インターネットを利用する仕組みであるため、相談や会議の内容に応

じた情報セキュリティの確保が必要である。 

 

【 取り組みの方向性 】 

 Ｗｅｂ会議システムの特性を生かし、相談・面談業務や研修のオンデ

マンド化など多様な用途に活用し、県民サービスの向上と、県庁業務

の効率化を図る。 

 行政機関と県民・企業との間における本人確認や相談業務等への活用

を検討し、オンライン手続の利便性向上を図る。 

 

 

（２）県民サービスへのＡＩの活用 

コンピュータの処理速度の加速度的な向上に伴い、ＡＩ（人工知能）

の技術も急速に進化し、企業等においては、業務の自動化や可視化・分

析などを目的としたＡＩの導入が進んでおり、業務の効率化を実現した

事例が様々な分野で報告されている。 

特に、コールセンターなどの顧客からの問い合わせに２４時間、回答

候補の提示やチャットボットによる自動応答を行うなど、ＡＩを活用し

たサービス向上、業務の効率化の取り組みが進んでいる。 

さらに今後、高度な対話型ＡＩがクラウドサービスに組み込まれるな

ど、急速に普及が進むと想定されるため、利用方法の検討が必要となっ

ている。 

 

【 現状 】 

本県においては、会議等の議事録作成等に係る文字起こし業務の負担

軽減、スピードアップを図るため、ＡＩの音声認識技術を活用した議事

録作成支援システムを平成 31年２月に導入し、活用している。 

令和３年１月にＡＩ－ＦＡＱ7を導入し、県民向けのサービスを開始し

                                                      
7 AI-FAQ とは、パソコンやスマートフォンから質問を入力すると AI（人工知能）が自動で回答するシ

ステムのこと。 
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ている。 

 

【 課題 】 

 ＡＩの活用による県民サービス向上を図るため、活用が想定される業

務の掘り起こしが必要である。 

 ＡＩ－ＦＡＱの回答の精度向上のためには、大量のデータ入力や一定

の開発期間が必要である。 

 

【 取り組みの方向性 】 

 県民サービスの向上を図るため、２４時間問い合わせ対応を行うＡＩ

－ＦＡＱの充実をはじめ、様々な分野におけるＡＩの活用について検

討する。 

 法令に基づく手続等、各都道府県共通の事務に関するＡＩ－ＦＡＱに

ついては、開発期間の短縮、データの充実による回答の精度向上、職

員の業務量の削減が可能になると見込まれることから、他の都道府県

と連携したデータの共有について検討を行う。 

 

 

（３）Ｐｕｓｈ型通知の活用 

Ｐｕｓｈ型通知は、受信者側から情報を取りに行かなくても、送信者

側（サーバなど）が自動的に通知を発信することができるものである。

携帯電話、スマートフォンの普及に伴い、災害発生のおそれがある場合

の注意喚起（Ｊアラート等）などに、広く活用されている。 

今後は、行政側から一方的に情報発信するだけではなく、双方向のア

クセスを意識して、情報を受け取る県民や民間企業等が求めるもの、興

味のあるものなどの行政情報を、ニーズに即して発信・提供可能とする

取り組みに改善していく必要がある。 

 

【 現状 】 

令和２年度に稼働した「高知県防災アプリ」では、本県が独自に収集

した河川の水位等の詳細な情報や任意のメッセージを、スマートフォン

のＧＰＳ（位置情報）機能を利用し、利用者が滞在する市町村の情報に

絞ってＰｕｓｈ型通知を行うことが可能である。 

国においては、Ｐｕｓｈ型情報提供の機能を有する「マイナポータル

（ぴったりサービス）」について、全地方自治体との接続環境を整備する
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こととしている。 

 

【 課題 】 

 Ｐｕｓｈ型通知を受け取るためには、利用者がスマートフォンに専用

のアプリをインストールする必要があるため、周知を行い、利用を促

す必要がある。 

 市町村の行政手続のオンライン化の促進とあわせ、マイナポータルと

の接続・連携を図るとともに、県民への情報提供を進める必要がある。 

 

【 取り組みの方向性 】 

 防災以外の情報、他の分野におけるＰｕｓｈ型通知の活用について検

討を行う。令和５年度は、「高知家子育て応援パスポートアプリ」の

運用を開始し、子育て支援サービスの利用促進とプッシュ型の情報発

信を図る。また、フレイル（加齢に伴う心身の衰え）の状態を自身で

簡単にチェックできるアプリの導入を進め、健康増進に向けた行動変

容を一層促す。 

 民間事業者と連携し、スマートフォンに専用アプリをインストールせ

ずとも、ＬＩＮＥなどを活用して、対象者にＰｕｓｈ型で情報提供を

行える仕組みについて検討を行う。 

 マイナポータルとの連携など、より多くの県民に対するＰｕｓｈ型通

知の方策について検討を行う。 

 

 

２ 自治体ＤＸの推進・市町村との連携 

これまで、市町村は、住民に最も身近な行政機関として、地域密着の

行政サービスを提供してきた。さらに、昨今では、人口減少下における

戦略や計画の策定といった非定型的な業務が増加し、限られた人的資源

を多様な業務に割くことが求められている。 

今後予想される人口減少や労働力の供給制約の中、市町村が住民生活

に不可欠な行政サービスを提供し続けるためには、職員が、企画立案業

務や住民への直接的なサービス提供など職員でなければできない業務に

注力できるような環境を作る必要があることが指摘されている。 

「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」（令和２年 12月 25 日

閣議決定）においては、目指すべきデジタル社会のビジョンとして「デ

ジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶこと
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ができ、多様な幸せが実現できる社会～誰一人取り残さない、人に優し

いデジタル化～」と示しており、このビジョンの実現のためには、最も

住民に身近な行政を担う自治体として市町村の担う役割は極めて重要で

あり、自治体のデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）を推進す

る意義は大きい、と位置づけられている。 

また、国においては、令和２年度から、従来の地方創生人材派遣制度

を拡充し、民間企業のデジタル人材を市町村の幹部職員（副市町村長、

部課長等）やアドバイザーとして派遣するデジタル人材派遣制度を設け

るなど、自治体ＤＸを支援する取り組みを開始している。 

デジタル技術の活用により課題解決や産業振興を図り、地域地域で若

者が安心して暮らし続けられる地方を創り出していくためには、地域に

おける様々な課題の最前線で取り組んでいる市町村のデジタル化を促進

していくことが求められる。 

そのために、県は、本計画に基づき展開するデジタル化の取り組みの

情報共有・意見集約を通じて、市町村への拡大を促進するとともに、市

町村における行政サービスのデジタル化、社会経済活動のデジタル化等

への取り組みを積極的に支援していくものとする。 

 

 

（１）システムの標準化・共通化（自治体クラウド含む） 

 各市町村の情報システムには、標準的・共通的なクラウドサービス8の

利用を前提に、業務プロセスを見直し、職員の負担軽減を図るとともに、

地域・組織間でデータ活用、住民や民間事業者の利便性を向上する取り

組みが求められている。 

このため、国は、従来の「自治体クラウド」の取り組みに加え、全て

の地方自治体においてデジタル化を着実に進めていくため、「自治体ＤＸ

推進計画」を策定（令和２年 12 月 25 日閣議決定）し、地方自治体の情

報システムの標準化・共通化を重点取組事項として掲げ、令和７年度を

目標として、基幹系の業務システムについて国の策定する標準仕様に準

拠したシステムへ移行する方針が示された。 

また、デジタル社会の実現に向けた取り組みの全体像について、司令

塔であるデジタル庁のみならず、各省庁の取り組みも含め、スケジュー

ル等を明確にするため、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を策定

                                                      
8 クラウドサービスとは、インターネット等を経由して、データセンターに蓄積されたコンピュータ

資源を利用者に提供する「サービス」のこと。 
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（令和３年 12 月 24 日閣議決定）し、デジタル社会の形成のために政府

が迅速かつ重点的に実施すべき施策に関する基本的な方針が改めて示さ

れた。 

※「デジタル・ガバメント実行計画」が「デジタル社会の実現に向け

た重点計画」に統合。 

 

【 現状 】 

 高知県内の市町村の業務システムについては、令和４年度末現在、４

グループ３２団体が自治体クラウドを構成している（組織率約９４．

１％）。 

 また、残る２団体は、令和７年度末までに、国が構築する「ガバメン

トクラウド（Ｇｏｖ－Ｃｌｏｕｄ）9」への移行を予定している。 

 国から、令和５年１月 20 日に「自治体情報システムの標準化・共通

化に係る手順書【第 2.0 版】」（以下「手順書」という。）が示された

ほか、順次、標準化対象２０業務の標準仕様書が示されている。 

 

【 課題 】 

 既存の自治体クラウドのグループは、同一のベンダでも、複数のグル

ープに分かれているなど、更なる共同化の取り組みが求められている。 

 標準化された地方自治体の基幹システムは、ガバメントクラウドを活

用することが想定されており、令和３年から令和４年度にかけて、先

行事業として、ガバメントクラウドへの移行に係る課題を検証中であ

る。 

 令和５年以降、標準化されたシステムへ、業務ごとに段階的に移行す

るスケジュールが示されている。しかし、大部分の市町村においては、

住基や福祉等の関連システムが一体となったパッケージを利用して

おり、段階的な移行は困難と考えられる。 

 このため、市町村の関係部署が多岐にわたるとともに、多くの市町村

の移行時期が集中することが予想され、市町村、ベンダともに、混乱

が生じることが想定される。 

 今後の、標準化されたシステムと既存システムの比較、業者選定、移

行作業など一連の作業を計画的に遂行していく必要があるが、そのた

めのスキルやリソースを持つ人材が不足している。 

                                                      
9 ガバメントクラウド（Gov-Cloud）とは、政府の情報システムについて、共通的な基盤・機能を提供

する複数のクラウドサービスの利用環境のこと。 
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 基幹となる２０業務システムの移行を短期間で行うため、市町村の全

庁的な体制確保が必要である。 

 また、システムの標準化に併せて、既存の業務プロセスを見直し、デ

ジタル技術等の活用を含めた業務の再構築を図る「業務改革（ＢＰＲ
10）」が喫緊の課題となっている。 

 

【 取り組みの方向性 】 

 グループが概ね委託先のベンダごとに構成され、複数のグループに分

かれているため、共同調達のメリットである費用削減効果が十分発揮

されていない。今後は、更なる共同化を進めることが求められている。 

 国の手順書を踏まえ、県からの情報提供、意見集約を行い、県内の市

町村の情報システムの標準化・共通化を促進する。 

 国が打ち出している標準システムへの移行を進め、できるだけ多くの

自治体が、共通プラットフォームを共同で利用することにより、調

達・運用コストを低減する。 

 現行システムと標準化・共通化されたシステムの仕様比較、標準化に

より利用できなくなる機能の洗い出し、代替手段の検討など、市町村

の円滑なシステム調達、移行に向けた支援に取り組む。 

 令和４年度に開始した市町村ＤＸ推進アドバイザー事業により、各市

町村の進捗管理や専門的な知見からのアドバイスを実施し、ＤＸの推

進を支援する。 

 市町村に、デジタル人材の派遣など、国の支援制度（地方創生人材支

援制度等）の積極的な活用を働きかける。 

 システム標準化・共通化を進めることにより、内部のシステム運用に

割いていた人的資源を、住民の利便性の向上に充てるなど、住民サー

ビスを第一に置いた取り組みにつなげる。 

 ＢＰＲの取り組みについて、外部から専門的な知見や経験・ノウハウ

を有する事業者に委託を行い、県内市町村のモデルとなる事例を創出

することで、県全体のＢＰＲの推進を図る。 

 

 

（２）市町村の行政手続のオンライン化 

自治体ＤＸ推進計画においては、令和４年度末までに、住民がマイナ

                                                      
10 BPR（Business Process Re-engineering）とは、業務本来の目的に向かって既存の組織や制度を抜

本的に見直し、プロセスの視点で、職務、業務フロー、管理機構、情報システムをデザインしなお

すこと。 
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ンバーカードを用いて申請を行うことが想定される３１手続（子育て、

介護、被災者支援など）について、原則、全自治体で、マイナポータル

を活用したオンライン化を進める方針が示されている。 

 

【 現状 】 

 国から、令和３年度に自治体の基幹システムと「マイナポータル（ぴ

ったりサービス）」とのエンドツーエンド接続の標準仕様が提供され、子

育て、介護、被災者支援等の全３１手続を対象に、申請書等の共通様式

を登録して利用できるようになっている（自動車保有関係の４手続は、

令和２年度に提供されている）。 

一部市町村においては、既にマイナポータルと連携するなど、オンラ

インによる行政手続を受け付けているが、これらの市町村においても、

実際の申請件数はごくわずかの状況である。 

令和４年度末までに２７手続（子育て、介護、罹災証明）がオンライ

ン化されることから、今後本格的に運用が始まることが見込まれる。 

 

【 課題 】 

 県が導入した電子申請システムの市町村との共同利用については、令

和４年１２月時点で２５団体が利用中であり、令和５年度には新たに

２団体が開始する予定となっている。残る市町村への更なる働きかけ

が必要である。 

 市町村内の業務手続をオンライン化するためには、市役所・役場全体

での取り組みが必要であり、首長等幹部職員の理解を得る必要がある。 

 県民にオンライン化の利便性が周知されていない。【再掲】 

 

【 取り組みの方向性 】 

 県内、全市町村のオンライン化に向け、電子申請システムの市町村と

の共同利用について、残る７団体に引き続き働きかけを行う。 

 県内共通様式の活用など、複数の市町村にまたがって活動する企業・

団体などの申請者の利便性向上につながる取り組みの検討を行う。 

 オンライン化した手続について、ホームページや広報誌、窓口におけ

る周知を図る。 

 対象業務の拡大を図るため、職員研修の実施等を検討する。 

 

 



16 

（３）マイナンバーカードの普及及び活用 

マイナンバー制度は、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報

を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人物の情報であるこ

とを確認するために活用されている。マイナンバー制度の導入により、

各種行政手続における添付書類削減や、本人や家族が受けられるサービ

スの情報を受け取るなど、国民の利便性向上、情報連携による行政事務

の効率化などの効果が期待されている。 

マイナンバーカードは、社会のあらゆる分野のデジタル化が進行する

中で、行政サービスを受ける際に個人を認証するための基盤となるもの

であり、国は、令和５年４月１日より概ね全ての医療機関・薬局でマイ

ナンバーカードを健康保険証として利用できるよう、医療機関・薬局の

システム整備を支援するなど、活用シーンが拡大されている。さらに今

後、運転免許証などへの利用が予定されている。 

また、本県では、令和５年１月からオーテピア高知図書館において、

貸出や予約などの手続がマイナンバーカードを利用してできるようにな

っている。 

 

【 現状 】 

本県においては、他の都道府県と比較してマイナンバーカードの普及

が進んでいない。 

本県のカード普及率：５９．４％（全国第４６位） ※令和５年２月 28 日時点 

本県のカード申請率：６８．１％（全国第４５位） ※令和５年２月 28 日時点 

 

県内市町村におけるマイナポータルを活用した電子申請や住民票等の

コンビニ交付サービスの実施団体数が少ない。 

マイナポータル電子申請実施団体数： ７団体      ※令和５年３月 31 日時点 

コンビニ交付サービス実施団体数 ：１２団体      ※令和５年３月 31 日時点 

 

【 課題 】 

 マイナポータルを活用した電子申請や住民票等のコンビニ交付サー

ビス等のマイナンバーカードの利便性、利活用シーンを拡大していく

必要がある。 

 マイナンバーカードを取得しやすくするため、交付体制の充実や申請

受付等の推進を行っていくことが必要である。 

 保険証利用やｅ－Ｔａｘ、コンビニ交付など、様々な利活用場面につ
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いて、より一層、県民に周知する必要がある。 

 

【 取り組みの方向性 】 

 住民サービスやマイナンバーカードの利便性の向上に向けて、利活用

シーンの拡大（バス乗降改札システムへの導入、はたまるねっとの利

用者カードとしての活用など）や市町村とも連携して、マイナポータ

ルを活用した電子申請やコンビニ交付サービスの導入促進などに取

り組む。 

 市町村が策定するマイナンバーカード交付円滑化計画の着実な実行

に向けて、進捗状況の確認、交付体制の充実・確保や申請受付等の推

進についての助言、支援を行う。 

 マイナンバーカードの申請、交付手続や利活用シーンについて、国の

取り組みと合わせ、各部局の広報媒体の活用や市町村との連携などに

より、積極的に広報を行うとともに、県としてもマイナンバーカード

の普及促進に向けて出張申請サポート会場を設置するなど、マイナン

バーカードの普及促進に取り組む。 

 市町村職員向けの説明会の場を活用するなどにより、マイナンバーカ

ードの普及・活用に関する先進事例等について適宜、情報提供及び助

言を行う。 

 

 

（４）ＡＩ・ＲＰＡの活用の促進 

近年の技術発展により、ＡＩやＲＰＡなど新たなデジタル技術を導入

し、住民サービスの向上や、定型的な業務の自動化等を図る取り組みが、

市町村レベルでも全国的に進みつつある。 

自治体ＤＸ推進計画においても、「ＡＩやＲＰＡなどのデジタル技術は

地方自治体の業務を改善する有力なツールであり、限られた経営資源の

中で持続可能な行政サービスを提供し続けていくために今後積極的に活

用すべき。」とし、導入に当たっては、「データの集積による機能の向上

や導入費用の負担軽減の観点から、複数団体による共同利用を検討す

る。」こととされ、令和３年度から、市町村が共同利用を行う場合におけ

る地方財政上の優遇措置も設けられている。 

 

【 現状 】 

県内の一部市町村においては、ＲＰＡの導入に向け具体的な検討が行

われたこともあるが、大部分の市町村では、庁内で導入事例や効果に関
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する情報共有が十分に図られている状況ではない。 

このため、県としても、他の都道府県の市区町村における導入事例を

情報提供するとともに、ＡＩ、ＲＰＡなどのデジタル技術を活用した業

務効率化、住民サービスの向上等の取り組みについて、首長や幹部職員

への普及・周知に取り組んでいるところである。 

また、ＲＰＡについては、県が開催する職員向けのＲＰＡの動作プロ

グラム（シナリオ）作成研修に、市町村職員も参加している。 

さらに、令和３年度においては、広域行政の推進による市町村行政の

効率化を図ることを目的とした「こうち広域行政推進プロジェクト」の

中で、ＲＰＡを活用した事務に関するワーキンググループを開催し、Ｒ

ＰＡ化可能な事務の洗い出しを行い、実際にいくつかの事務について共

同開発に向けて検討したところである。 

 

【 課題 】 

 人口規模の小さな市町村においては、処理件数が少なく、費用対効果

の点から導入を見送られるケースがある。 

 ＲＰＡの導入に当たり、同一シナリオの共有であっても、市町村のシ

ステム環境によっては動作しない場合がある。 

 ＲＰＡは、従来の情報システムと比較して安価に導入することが可能

であるが、より、安価かつ担当職員の負担軽減を図るため、自治体ク

ラウドのグループ等を想定した共同利用の検討が必要である。 

 比較的新しい技術であることから、市町村の業務担当課のニーズと事

業者の提案が一致していない可能性がある。 

 市町村の担当職員は、一人で多くの業務を担当しており、マイナンバ

ーやデジタル技術を活用した先進事例等まで把握することが困難な

場合が多い。 

 市町村において、共同利用するシステムの導入、運用に当たっての費

用負担、ベンダとの調整等ができる人材が不足している。 

 

【 取り組みの方向性 】 

 利活用について、全市町村が参加している「高知県電子自治体推進協

議会」の枠組みの中でワーキンググループを設置するなどにより、課

題を整理していく。 

 市町村の首長及び幹部職員、各業務担当課職員に対する導入事例・導

入効果の普及・周知に取り組み、ＡＩやＲＰＡの活用をはじめ、デジ
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タル化を促進する。 

 市町村職員向け説明会の場を活用するなどにより、県のデジタル化の

取り組み、他の都道府県の市町村の導入事例、マイナンバーカードの

普及・活用に関する先進事例等について適宜、情報提供及び助言を行

う。 

 市町村のデジタル化に関するワンストップ相談窓口の機能強化を図

り、外部のデジタル専門人材の活用による現地訪問やオンラインでの

アドバイスなど、これまで以上に市町村に寄り添った自治体ＤＸを推

進していく。 

 市町村システムの共同化、自治体クラウドの導入等に当たっての調整

役を担う。 

 県の開発するシステムの共同利用を市町村に提案し、デジタル化を支

援する。 

 ＲＰＡシナリオ作成に関し、より実務に即した具体的な内容の研修を

開催する。 

 

 

３ デジタルデバイド対策 

行政サービスのデジタル化は、県民生活の利便性が向上し、民間事業

者等の効率化に資する、安全・安心、ユニバーサルデザインを考慮した

設計等を前提とした人に優しいデジタル化である必要がある。 

デジタル手続法では、国の行政機関に対し、行政のデジタル化に当た

っては、デジタルデバイドの是正を図るために必要な施策を講ずる義務

が課されており、令和３年９月に同法に関連する県条例の改正を行い、

デジタルデバイド対策についての規定を設けたところである。 

デジタル化を進めるに当たり、年齢、障害の有無、性別、国籍、経済

的な理由等に関わらず、全ての県民がデジタル化の恩恵を受けることが

できる環境の整備を行う必要があり、そのためには、利用者目線で、か

つ、利用者に優しい行政サービスを実現することが重要である。 

また、技術の進展により、テレビ電話での相談や音声認識による対話

形式での入力等により、デジタルデバイドを解消する、デジタルサポー

トという発想への転換も重要である。 

 

【 現状 】 

本県においては、システムを調達する際には、ユニバーサルデザイン
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を踏まえ、視覚障害者（色弱・色盲）にも見やすいカラーデザイン画面

や人間工学に基づいた画面デザインであることや、文字サイズを変更で

きることなど、アクセシビリティに配慮することを要件としている。 

誰一人取り残されないデジタル社会を実現するため、オンラインによ

る行政手続等に関して、デジタル機器に不慣れな高齢者等への支援とし

て、令和３年度から５年間の計画で全国の携帯ショップなどで無料のス

マホ教室が開催されている。 

また、県においても、令和４年度から、地域間、世代間のデジタルデ

バイド対策として、デジタル機器に不慣れな方、特に高齢者（シニア世

代）に対して、身近な場所で何度でも相談ができ、スマートフォンの操

作や活用方法等を教えることのできる人材を養成する「高知県スマート

フォン活用サポーター養成事業」を実施している。 

 

【 課題 】 

 県民サービスの向上を図るためには、県民が利用する各種システムは、

デジタルデバイドに配慮したものとすることが必要である。 

 全てのシステムにおいて、デジタルデバイドが起こらない仕様とする。

もしくは、アナログでも同様のサービス提供ができる環境を整備する

ことが必要である。 

 県や市町村の庁舎を訪れることができない県民へのデジタルサポー

トについて検討が必要である。 

 本県においては、２１町村で携帯ショップがない状況であり、これら

の地域においては、地域内のシルバー人材センターやＮＰＯ等の団体

が自治体と連携し、国事業（総務省のデジタル活用支援推進事業）の

採択を受けて、無料のスマホ教室や相談会を実施することができるが、

県内の多くの地域では、事業主体となり得る団体が少ないことなどか

ら、活用できていない状況にある（令和３年度１団体、令和４年度は

２団体のみにとどまる）。 

 

【 取り組みの方向性 】 

 デジタルデバイドに配慮したシステムの標準仕様を検討する。 

 多くの県民がオンライン化のメリットを享受できるよう、電子申請の

利便性の周知・普及、さらに地域に根付いたデジタル活用支援の活動

につなげていくため、国事業（総務省のデジタル活用支援推進事業）

では手の届かない地域を対象に、デジタル機器に不慣れな高齢者等に
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対して、身近な場所で何度でも気軽に相談ができ、スマートフォンの

操作や安全・安心な利用方法を教えることのできる人材の養成に継続

的に取り組む。【再掲】 

 従来は、来庁しての手続が前提であったが、窓口を訪れることができ

ない県民（高齢者、障害者など）に対しては、例えば、モバイルワー

ク11を活用して県民宅等への訪問によるオンライン手続の支援など

のデジタルサポートについて検討する。 

 

 

４ 情報の適切な取扱い 

民間企業においては、インターネットの閲覧状況と店舗窓口の相談内

容等をリンク・組み合わせ、分析等を行った上で商品・サービスの提案、

提供等が行われている。 

行政サービスにおいても、インターネットを通じて行われた手続（オ

ンライン）が県の機関の窓口（オフライン）においても確認できるとい

った、オンラインとオフラインの間での情報連携を適切に行うことによ

り、県民サービスの向上につなげることが可能となる。 

一方で、各種手続で入力された情報は個人情報に当たることから、そ

の取扱いは厳格に行われなければならない。 

システム・データ連携に当たっては、取り扱う情報の種類が多いほど、

利用者の利便性が高まると考えられるものの、必要以上に個人情報を取

り扱うことのないよう十分に留意する必要がある。 

社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」

の両立が要請される中、現行法制の不均衡・不整合を是正する必要が生

じており、政府は、地方公共団体等ごとの個人情報保護条例の規定や運

用の相違による保護水準の不均衡を是正し、個人情報保護委員会が一元

的に制度を所管することにより、「全国共通の個人情報の保護の確保及び

データ流通の支障等の是正」や「全国一元の監督による国際的制度調和

の確保による我が国の成長戦略への整合」を図る目的から、「デジタル社

会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和 3年法律第 37

号）」により、「個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」

という。）」の改正が行われた。（令和３年５月 19 日公布、令和５年４月

1日施行予定。） 

                                                      
11 モバイルワークとは、テレワークのひとつであり、施設に依存せず、いつでも、どこでも仕事が可

能な状態なもの。 
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これに伴い、「高知県個人情報保護条例」は、令和５年３月末をもって

廃止され、令和５年４月１日以降は、個人情報保護法に基づいて個人情

報を取り扱う必要がある。 

 

【 現状 】 

 個人情報保護法第６９条第１項本文において、「行政機関の長等は、法

令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自

ら利用し、又は提供してはならない。」と規定されている。また、同法第

６９条第４項本文において、「行政機関の長等は、個人の権利利益を保護

するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外

の目的のための行政機関等の内部における利用を特定の部局若しくは機

関又は職員に限るものとする。」と規定されており、目的外での情報共有

は想定されていない。 

このため、担当職員以外がシステムやその内部に保存されている個人

情報等にアクセスする権限は付与されていない。 

 国は、地方自治体の個人情報保護制度について、全国的な共通ルール

を法律で設定するとともに、法律の的確な運用を確保するため、ガイド

ラインを策定することとしている。 

 

【 課題 】 

 業務効率と情報セキュリティなどを勘案し、これからの本県の情報ネ

ットワークの方向性について検討が必要である。 

 Ｗｅｂ会議システムやモバイルワークの導入に伴い、情報漏えいや、

端末の紛失等の情報セキュリティリスクが高まることから、職員のセ

キュリティ意識の向上とともに、リスクに応じた技術的な対策が必要

である。 

 

【 取り組みの方向性 】   

 個人情報の慎重な取扱いが求められる手続については、情報管理につ

いて説明した上で利用者に確認を求めるなど、適切な運用を図る。 

 デジタル化推進本部に設置するワーキンググループ等を活用しなが

ら、システム・データ連携の必要性、連携の範囲・方法について検討

を行う。 
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５ ネットワークのセキュリティ 

インターネットが普及し、生活や産業における重要な社会基盤として

利用されている中、サイバー攻撃により個人情報が流出するなど、行政

機関・民間企業を問わず大きな被害が発生しており、県民の個人情報な

どを取り扱う行政機関において、情報セキュリティ対策の強化は、一層、

重要になっている。 

一方で、従来はセキュリティレベルを担保するため、利便性を一定程

度、犠牲にしてきた側面もあったのに対し、コロナ禍を踏まえた今般の

デジタル化においては、セキュリティと利便性の両立が求められる。 

国は、地方自治体の情報セキュリティに係る「三層の対策12」の抜本

的な見直しも含めた新たなセキュリティ対策のあり方を検討しており、

「地方公共団体における情報セキュリティポリシー13に関するガイドラ

イン」においても、最新の情報セキュリティ対策の動向であるゼロトラ

ストセキュリティ14に関連する概念や対応策が記載されている。 

また、都道府県ごとに構築されている自治体情報セキュリティクラウ

ド15については、標準要件を満たす民間のクラウドサービス利用型への

移行を進めるとともに、国主導で調達の共同化を進める方針である。 

 

【 現状 】 

本県においては、国の示す情報セキュリティ対策を踏まえ、個人情報

の流出を徹底して防止するため、平成 29年６月に庁内のネットワークを、

①マイナンバー利用事務系ネットワーク、②ＬＧＷＡＮ接続系ネットワ

ーク、③インターネット接続系ネットワークに分離するなど、セキュリ

ティ対策の強化を行った。 

平成 29 年度に導入した現行セキュリティクラウドは、参加団体のイン

ターネット接続点を集約し、監視を行うため、県と３４市町村、４つの

公共団体による共同運用をしている。運用期限を迎える令和３年度に更

新し、令和４年度から第２次セキュリティクラウドとしての運用を開始

している。 

                                                      
12 三層の対策とは、情報システム・ネットワークを三つの層（マイナンバー利用事務系、LGWAN 接

続系、インターネット接続系）に分離・分割することにより、自治体の情報セキュリティ対策の抜

本的強化を図るために講じられたセキュリティ対策のこと。 
13 セキュリティポリシーとは、情報セキュリティ対策の方針や行動指針のこと。 
14 ゼロトラストセキュリティとは、外部ネットワークと内部ネットワークとの境界による防御には限

界があり、内部ネットワーク内にも脅威が存在しうるという考えのもと、データや機器等の単位で

のセキュリティ強化をうたった考え方のこと。 
15 自治体情報セキュリティクラウドとは、地方自治体が Web サーバ等を集約し、監視及びログ分析・

解析をはじめ高度なセキュリティ対策を実施する仕組みこと。 
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国においては、厳格な三層分離を原則とする方針を転換し、ＬＧＷＡ

Ｎに軸足を置かないネットワークの利用についても、具体的要件を提示

している。高知県のこれからのネットワークを見据えた上での、新しい

ルール化が必要となっている。 

 

【 課題 】 

 マルウェア16や標的型攻撃メール17など、情報セキュリティ上の脅威

が増大している中、セキュリティ対策と利便性の確保のバランスを考

慮したシステムやネットワーク構成の検討が必要である。 

 Ｗｅｂ会議システムやモバイルワークの導入に伴い、情報漏えいや、

端末の紛失等の情報セキュリティリスクが高まることから、職員のセ

キュリティ意識の向上とともに、リスクに応じた技術的な対策が必要

である。【再掲】 

 

【 取り組みの方向性 】 

 国の方針等を踏まえ、ネットワーク、各システム、職員の意識など、

様々な視点から、適切なセキュリティ対策に取り組む。 

 国の提示する仕様を踏まえて、高知県としてのオプションメニューの

選択などを検討する。 

 情報セキュリティ上の脅威の増大に対応するため、ゼロトラストセキ

ュリティを含め、最適なセキュリティ対策を検討する。 

 

 

６ クラウドサービス（ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ18等）の利用 

近年急速に発展したクラウドサービスにより、従来のオンプレミス19

による情報システムに比べて、構築や変更に要する期間を大幅に短縮す

るとともに、費用を削減しつつ高品質な情報システムを導入することが

可能となっている。 

                                                      
16 マルウェアとは、「Malicious Software」（悪意のあるソフトウェア）を略したもので、さまざまな

脆弱性や情報を利用して攻撃をするソフトウェア（コード）の総称のこと。ウイルスのほか、スパ

イウェア、フィッシング、トロイの木馬などがある。 
17 標的型攻撃メールとは、対象の組織から重要な情報を盗むことなどを目的として、組織の担当者が

業務に関係するメールだと信じて開封してしまうように巧妙に作り込まれたウイルス付きのメー

ルのこと。 
18 LGWAN-ASP とは、LGWAN を介して、利用者である地方公共団体の職員に各種行政事務サービスを提

供すること。 
19 オンプレミスとは、サーバやソフトウェアなどの情報システムを、使用者が管理している施設内に

機器を設置して運用すること。 
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さらに、クラウドサービスは、従来は単にサーバ機能を提供するもの

が主であったが、開発環境、アプリケーション20を提供するものへと、

そのサービス内容を変化させている。 

クラウドサービスを利用することで業務における様々な課題の解決が

期待でき、パブリッククラウド21も含めて利用の拡大が予想されている。

国もクラウドサービスの利用拡大を見据え、「地方公共団体における情報

セキュリティポリシーに関するガイドライン」の改訂において、パブリ

ッククラウドを含め外部サービス22で取り扱う情報に応じたセキュリテ

ィ対策の整理が順次行われている。 

また、共通的な基盤や機能を提供するクラウドサービスであるガバメ

ントクラウドを整備し、早急に運用を開始することとしている。 

さらに今後、高度な対話型ＡＩがクラウドサービスに組み込まれるな

ど、急速に普及が進むと想定されるため、利用方法の検討が必要となっ

ている。 

 

【 現状 】 

県では、令和２年度に、ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰとして提供される電子申

請システムとＡＩ－ＦＡＱシステムなどを調達し、経費の削減や構築期

間の短縮などの効果をあげている。 

独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）では、政府情報システムの

ためのセキュリティ評価制度（ＩＳＭＡＰ）が令和３年３月に始まり、

審査を終了したクラウドサービスの登録を始めている。なお、本県にお

いては、令和４年度に本格運用を開始したＩｏＰ23クラウドが、これに

登録されたパブリッククラウドを利用しており、多くの専門機関及び事

業者等との効率的な連携を可能にしている。 

 

【 課題 】 

 政府情報システムのためのセキュリティ評価制度により、クラウドサ

ービスの安全性は示されるようになったが、情報セキュリティの確保

                                                      
20 アプリケーションとは、コンピュータの基本ソフト上で動作する、ワープロソフトや表計算ソフト

など作業の目的に応じて使用するソフトウェアのこと。 
21 パブリッククラウドとは、利用機会が公開され、インターネット経由で利用されるクラウドのこと。

利用規約を承諾し登録すれば、誰でも利用が可能。 
22 外部サービスとは、事業者等の庁外の組織が情報システムの一部又は全部の機能を提供し、それに

よって、自組織（県庁）の情報を取り扱うもの。 
23 IoP（Internet of Plants）とは、植物のインターネットのことであり、施設園芸の生産現場で天

候の環境情報に加えて植物の生育情報（光合成、作物の成長）や収量、収穫時期や農作業などの情

報を計測し、植物の情報の「見える化」を図る仕組みのこと。 



26 

には運用方法も含めた利用基準を作成する必要がある。 

 一部の情報システムは、国が標準化したシステムに移行し、国が構築

する、ガバメントクラウド上で運用することが求められている。その

ため、既存の情報システムを国が標準化・統一化したガバメントクラ

ウド上で稼働する基幹系情報システムに移行するための対応が必要

である。 

 令和４年度時点では、国においてガバメントクラウドへの移行に係る

課題の検証を行っており、利用団体への具体的な仕様等の要件が順次

示されている段階である。 

 

【 取り組みの方向性 】 

 情報システムを調達する際は、メーカ等から提供されるパッケージを

ノンカスタマイズで活用することを原則とし、「クラウド・バイ・デ

フォルト原則24」の下、パブリッククラウドやＬＧＷＡＮ－ＡＳＰと

して提供されるクラウドサービスと高知県庁内クラウド25の活用に

ついて比較検討するとともに、適切な情報セキュリティ対策を行う。 

 国等の動向を見ながら、クラウドサービスを調達及び利用する際のセ

キュリティ基準を定めるとともに、当面は、パブリッククラウドの安

全な利用パターンを随時列挙していくことで、利用を図っていく。 

 国が標準化・統一化するガバメントクラウドへの移行を迅速に行う。 

 新たなクラウドサービスについては、ＰｏＣ26等による事前検証を行

いながら、効果的な導入を検討する。 

 
 
７ 人材の確保・育成 

デジタル技術を活用した県民サービスの向上や、課題解決と産業振興

とともに、業務効率化を図るためには、デジタル技術に関する専門的知

識や知見を有する人材の確保とともに、様々な施策や具体的な取り組み

にデジタル技術を組み合わせて新たな発想や企画立案ができる職員を育

成していくことが重要である。 

                                                      
24 クラウド・バイ・デフォルト原則とは、情報システムを整備する際に、クラウドサービスの利用を

第一候補とすることを原則とする考え方のこと。 
25 高知県庁内クラウドとは、県が独自に調達したクラウド環境のこと。主なシステム基盤として活用

している。 
26 PoC（Proof Of Concept:概念実証）とは、新たな概念やアイディアの実現可能性をみるために、簡

単かつ限られた範囲での実現化の検証を行うこと。多くのツールを短期間で簡単に使用できるパブ

リッククラウドとは親和性が高いと考えられている。 
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今後は特に、庁内のあらゆる分野の業務にデジタル技術を取り入れて

いくことが求められており、デジタル政策の主管課に限らず、全職員に

デジタル技術に関する基礎的な知識が求められる。 

 

【 現状 】 

各種システムの調達・運用等や県主催の研修において、デジタル技術

に関する専門的な知見を有する大学教授や国のアドバイザー等からの助

言・協力を受けている。 

ＡＩやＩｏＴ27の基本的なデジタル技術に関する知識の向上をねらい

とした研修や情報セキュリティに関する研修のほか、総務省四国総合通

信局と連携し、オープンデータに関する基礎的な知識や公開手順などを

学習する研修を実施している。 

令和４年度は、県と連携協定を締結している民間企業の教材を活用し

た、ＤＸ、ＡＩ、ＩｏＴなどの基本的なデジタルリテラシー28を身に付

けるための研修や、業務改革（ＢＰＲ）の必要性を理解したうえで電子

申請、ＲＰＡ、ＡＩ－ＯＣＲなどのデジタルツールの習熟度を高めるた

めの研修を、職員の業務都合に合わせてパソコンから受講できるオンデ

マンド型で開催した。 

また、令和４年度から、職員の目標設定や人事考課において、デジタ

ル技術を活用し、課題解決や政策立案、業務改善等に取り組むことが評

価される仕組みを導入している。 

 

【 課題 】 

 デジタル技術に関する専門的知識を持つ職員が少ない。また、デジタ

ル技術に苦手意識や抵抗感を持つ職員も少なくない。 

 職員一人ひとりが、デジタル技術を活用した課題解決と産業振興につ

なげる視点を持って各種施策に取り組むことが必要である。 

 全職員が、基礎的なデジタルリテラシーを身に付けることが求められ

る。 

 職員は、それぞれの役割や職責などの段階に応じて、必要とされるデ

ジタル技術の知見を習得することが必要である。 

 ＡＩやＲＰＡなどの新たな技術を活用し、業務の効率化や、さらなる

                                                      
27 IoT（Internet of Things）とは、モノのインターネットと呼ばれ、あらゆるモノがインターネッ

トと接続・連携する仕組みのこと。 
28 デジタルリテラシーとは、デジタル情報や通信について、さらにはそれらを活用するパソコン等の

機器やアプリに関する知識を持ち、利用する能力のこと。 
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県民サービスの向上に努めることが必要である。 

 

【 取り組みの方向性 】 

 国のアドバイザー派遣事業や、民間企業等での勤務経験者の活用など、

デジタル技術に関する専門的知識を持つ人材の確保に努める。 

 全職員がデジタルリテラシーを身に付けるとともに、より効果的にデ

ジタル技術を活用できるよう、職員の知識や経験に応じた段階別の研

修の実施などにより、職員の育成を図る。 

第１段階：基礎的なデジタルリテラシーを身に付け、業務に活用でき

る職員の育成 

 基礎知識を向上させる研修（新採職員、希望者） 

 オープンデータに関する研修（当該業務担当者） 

第２段階：デジタル技術を活用し、新たな施策の発想や企画立案、展

開ができる職員の育成 

 他県におけるデジタル技術を活用した業務効率化や産

業振興に関する取組事例等の情報共有 

 国や関係機関の事業（講師派遣等）を活用した研修の開

催（希望者） 

 ＲＰＡのシナリオ作成研修（デジタル政策課職員、希望

者） 

第３段階：専門的知識を持ち、システム開発等において民間企業等か

らの提案を理解し、適切な対応ができる職員の育成 

 民間企業が実施する研修への参加（デジタル政策課職員

等） 

第４段階：ＲＰＡ等のデジタル技術を活用しようとする職員や、他の

所属に助言ができる専門的知識を有する職員の育成 

 なお、全職員が第２段階まで到達することを目指すとともに、第３段

階、第４段階まで到達する職員も、できる限り増やしていくこととす

る。 

 国のデジタル人材の確保・育成に関する支援制度を活用し、複数市町

村での兼務を含め、デジタル人材のＣＩＯ補佐官29等としての任用等

を推進する。 

 
                                                      
29 CIO 補佐官とは、業務の革新、情報技術の活用を推進する役割を担う CIO（Chief Information 

Office：最高情報責任者）をサポートする専門家等であり、システムの最適化等において具体的な

助言を行う人材のこと。 
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○Ａｐｐｒｏａｃｈ１に関する主な目標指標（ＫＰＩ） 

目標指標（KPI） 現状(R3) R5 目標 

行政手続のオンライン化 

 

電子申請を導入した手続数（累計） 1,891 4,000 

オンライン利用による手続の利用割合（年間） － 40% 

AI-FAQ を活用した業務数（件）（累計） 9 40 

電子契約件数（年間） － 3,000 件 

自治体 DXの推進・市町村との連携 

 

共同利用の参加市町村数（累計） 22 34 

27 手続のオンライン化対応市町村数（累計） － 34 

マイナンバーカードの普及率（累計） 
35.3% 

(R4.4.1 時点) 
100% 

マイナポータルを活用した電子申請実施団体数（累計） 7 20 

デジタルデバイド対策 

 デジタルデバイド対策に取り組む市町村数（累計） 4 21 

情報の適切な取扱い 

 個人情報漏えいインシデントの件数（年間） 8 0 

ネットワークのセキュリティ 

 セキュリティインシデント30の件数（年間） 0 0 

クラウドサービス（LGWAN-ASP 等）の利用 

 

クラウドサービス利用数（累計） 11 17 

新規導入システムにおけるノンカスタマイズのシス

テム（年間） 
－ 1 件以上 

人材の確保・育成 

 

研修の受講者数（年間） － 900 

デジタル技術を活用した新たな施策数（年間） 23 25 

オンデマンド研修の実施回数（年間） 3 4 

 

 

                                                      
30 セキュリティインシデントとは、マルウェアの感染やコンピュータへの不正アクセス、盗難や紛失

による情報流出など、セキュリティ上の問題・脅威として捉えられる事象のこと 
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Ａｐｐｒｏａｃｈ２ 社会経済活動のデジタル化 

本県は、全国に先駆けて少子高齢化による人口減少に突入したことを

はじめ、様々な課題に直面する「課題先進県」である。 

こうした中、県勢の浮揚を実現し、将来に希望の持てる県づくりを目

指して５つの基本政策と３つの横断的な政策を総合的に推進してきた結

果、長年にわたり生産年齢人口の減少と連動する形で減少傾向にあった

県内総生産や各産業分野の産出額も上昇傾向に転じるなど、本県経済は、

人口減少下においても拡大する経済へと構造を転じつつある。 

一方、新型コロナウイルス感染症の影響からは持ち直しつつあるもの

の、原油価格や物価の高騰が長期化するなど、本県を取り巻く経済情勢

は大きく変化している。県経済の縮みや中山間地域の衰退といった困難

な課題に対応しつつ、県勢の浮揚を実現するためには、様々な分野でデ

ジタル技術の活用を進め、これまでの取り組みをさらに発展させ、時代

の変化に合わせて進化させていくことが必要である。 

また、国においては、政府が掲げる「新しい資本主義」実現に向けた

成長戦略の最も重要な柱として、地方の豊かさをそのままに、利便性と

魅力を備えた新たな地方像を提示する「デジタル田園都市国家構想」を

掲げ、デジタルの力を活用して地方創生の取り組みを加速化、深化させ、

全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会を目指すこととしている。

本県においても、こうした構想に基づく施策をしっかりと活用し、あら

ゆる分野のデジタル化を加速していくことで、大都市部からの距離など

本県が抱える物理的ハンディキャップを克服し、暮らしや働き方が一変

する社会の実現につなげていく。 

例えば、中山間地域においても、多様な進路希望に対応した授業や補

習が受けられる遠隔教育、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる

ためのオンライン診療など、デジタル技術を活用して課題解決を図るこ

と、さらには、デジタル技術を従来の施設園芸農業や水産業と融合させ

ることにより、地場産業の高度化や新たな産業の創出を図るなど、産業

振興を図っていく。 

そのため、本県の職員一人ひとりが、デジタル技術を活用した課題解

決と産業振興の視点を持って各種施策に取り組むこととし、以下のとお

り、５つの基本政策ごとにデジタル化の取り組みを進めていくこととす

る。 

また、５つの基本政策に横断的に関わる分野においても、デジタル化

に努めるものとする。 
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１ 基本政策におけるデジタル化の取り組み 

（１）経済の活性化 

【高知県産業振興計画】 

平成 21 年度からスタートした産業振興計画では、目指す将来像である

「地産外商が進み、地域地域で若者が誇りと志を持って働ける高知県」

の実現に向け、生産面はもとより、事業戦略の策定、商品開発、販路開

拓、設備投資、担い手の育成・確保など、事業者の多様なニーズを総合

的に支援する施策群を用意し、官民協働、市町村との連携協調により取

り組みを進めている。 

今後も当面の間、人口減少が見込まれる中、本県経済の拡大基調を先々

にわたって維持し続けるためには、より付加価値の高い産業を創出する

ことが重要である。あわせて、各事業体において、省力化・効率化によ

る労働生産性の向上が必要となる。 

その実現のためには、デジタル技術の活用は不可欠であり、また、原

油価格や物価の高騰、世界のサプライチェーンの混乱といった、アフタ

ーコロナ時代における社会・経済構造の変化に対応するためにも、デジ

タル化は一層重要性を増している。 

そのため、第４期産業振興計画 ver.4 において、「経済成長の原動力と

なるデジタル化・グリーン化など産学官民連携によるイノベーションの

創出」を重点ポイントの一つとしている。 

今後、各産業分野におけるデジタル化、デジタル人材の育成・確保な

どを加速化することにより、新たな産業群の創出、付加価値の高い産業・

労働生産性の高い産業の育成を目指していく。 

 

ア 令和５年度の取り組み 

①Ｎｅｘｔ次世代型こうち新施設園芸システムの普及推進 

施設園芸農業の飛躍的発展を目指し、環境制御技術にＡＩやＩｏＴ

などの最先端のデジタル技術を融合させた「Ｎｅｘｔ次世代型こうち

新施設園芸システム」を県内各地に展開するとともに、データ駆動型

農業による営農支援を強化する。 

②スマート林業の推進 

林業分野における生産性の向上や経営の安定化に向け、令和５年度

から本格運用を開始する森林クラウドの活用促進や、ＩＣＴ等を活用

したスマート林業の取り組みを推進する。 
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③高知マリンイノベーションの推進 

効率的な漁業生産体制への転換を促進するため、生産、流通、販売

の各段階において、デジタル化を図る「高知マリンイノベーション」

を推進する。令和４年度に本格運用を開始した情報発信システム（Ｎ

ＡＢＲＡＳ）に掲載する情報を充実させるとともに、操業の利益を可

視化するツールの対象漁業種類を拡大する。 

④県内企業等のデジタル化の加速化 

「社会・経済構造の変化」に対応するため、県内中小企業や小規模

事業者のデジタル技術を活用した取り組みに対する支援を強化すると

ともに、生産性の向上や付加価値の高い産業の創出を図る。 

⑤デジタル化に対応するための企業人材の育成・確保 

デジタル化を促進するために必要なデジタル化を担う人材の慢性的

な不足に対応するため、県内事業者がデジタル化に対応するための企

業人材の育成を推進するとともに、都市部の副業・兼業人材の活用を

促進する。 

⑥ＩＴ・コンテンツ関連産業の集積 

テレワークの普及や若年層の地方移住への関心の高まりといった社

会情勢の変化を捉え、ＩＴ・コンテンツ関連企業の中山間地域への誘

致や、県内企業の中山間地域へのサテライトオフィスの進出を促進す

る。 

⑦オープンイノベーションプラットフォームを活用したプロジェクトの

創出 

様々な技術やアイデアを組み合わせて、新しいビジネスモデルや製

品・サービスの創出を目指すオープンイノベーションの手法により、

デジタル技術を活用した県内のあらゆる分野の課題解決と産業創出を

図る。 

⑧ヘルスケアイノベーションの創出、アニメ産業の集積 

産学官民連携により、ヘルスケアイノベーションの創出やアニメ産

業の集積を通じた、雇用の創出や地域の活性化を図る。 

 

イ 中長期的な取り組み 

・Ｎｅｘｔ次世代型こうち新施設園芸システムの県内全域への普及（Ｉ

ｏＰクラウドを活用した営農支援サービスの展開）、全国展開・グロ

ーバル化と、施設園芸関連産業群の創出・集積を目指す。 
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（２）日本一の健康長寿県づくり 

【日本一の健康長寿県構想】 

全国に先駆けて少子高齢化と人口減少が進行している本県では、医

療・介護・福祉の分野においても人手不足が深刻化するとともに、中山

間地域が多いという特性があり、その地理的条件を克服するためにもデ

ジタル技術を活用して効率的かつ効果的に、医療・介護・福祉等のサー

ビスを提供する必要がある。 

これまでもＩＣＴを活用し、医療機関や薬局、介護事業所が保有する

患者の情報をリアルタイムで相互に共有する「高知あんしんネット」や

「はたまるねっと」、在宅療養に係る情報を支援者が共有する「高知家＠

ライン」の普及を推進するとともに、ヘルスケアモビリティ（通信・医

療機器を搭載した車両）の導入を支援するなど、中山間地域においてオ

ンラインによる診療や服薬支援などの取り組みを進めてきた。 

今後も、住み慣れた地域で健やかで心豊かに安心して暮らし続けられ

る高知県を実現するために、各分野でデジタル技術を活用し、県民の 

ＱＯＬ31の向上を図っていくこととする。 

 

ア 令和５年度の取り組み 

①医療・介護・福祉サービスのネットワーク化の推進 

地域包括ケアシステムの構築を推進するため、「高知あんしんネッ

ト」や「はたまるねっと」、「高知家＠ライン」の普及をさらに進め、

各地域において医療、介護、福祉等の地域資源の切れ目ないネットワ

ーク化を図る。 

また、中山間地域における医療機関への受診機会の確保に向け、ヘ

ルスケアモビリティの導入支援を拡大するとともに、あったかふれあ

いセンターや公民館での診療が可能となるようネットワーク環境の整

備などを進めるなど、オンライン診療の普及に取り組む。 

②各分野におけるデジタル技術の活用 

高知家健康パスポートアプリによる健康づくりの促進や、ＩＣＴを

活用した保健指導の充実を図るとともに、フレイル（加齢に伴う心身

の衰え）の状態を自身で簡単にチェックできるアプリの導入を進め、

健康増進に向けた行動変容を一層促す。 

また、子育て応援の店のアプリ化（「高知家子育て応援パスポート」）
                                                      
31 QOL（Quality of Life）とは、生活の質のことであり、生活や人生が豊かであるか、生き甲斐を持

って自己実現を果たせるような日常生活を過ごしているか等を評価する指標のこと。 



34 

によるプッシュ型の情報発信を行うことで、子育て支援サービスの利

用を促進する。 

さらに、福祉・介護現場におけるロボット・ＩＣＴ等デジタル技術

の導入を加速し、業務効率化・省力化による職員の定着とサービスの

質の向上を図る。 

 

イ 中長期的な取り組み 

・介護が必要となっても在宅での生活を希望される方が住み慣れた地

域で暮らし続けられる高知県を実現するため、オンラインによる診

療や服薬支援を拡大する。 

・デジタル技術の活用により、がん、脳卒中、心疾患等の生活習慣病

の発生リスクの低減に向けて、県民の健康意識のさらなる醸成と行

動変容の促進を支援する。 

 

 

（３）教育の充実と子育て支援 

【教育等の振興に関する施策の大綱、高知県教育振興基本計画】 

技術革新が急速に進む中で、あらゆる分野においてデジタル技術の活

用が進んでいる。教育分野においても、ＡＩやビッグデータ等の新しい

技術の活用が進んできており、これまでの学校教育の在り方も大きく変

化してきている。 

現在の一斉一律を前提とした授業の中では、理解が十分でなく授業に

ついていけない児童生徒や内容が平易すぎると感じている児童生徒への

対応、個々の児童生徒の興味・関心に沿った授業の実施といった点で課

題がある。 

また、中山間地域の小規模の高等学校等においては、生徒の進路希望

や興味・関心に応じた多様な指導に課題が見られる場合もある。 

こうした課題に対応し、児童生徒一人一人の進度や能力、興味・関心

に応じた学びの実現を図るため、１人１台整備されたタブレット端末等

の日常的な活用を進めるとともに、習熟度や児童生徒の状況に応じた個

別学習、遠隔教育システムによる授業配信など、先端技術を最大限に活

用した取り組みを推進する。さらに、デジタル技術を効果的に活用した

授業づくりについて学ぶ研修等を実施するとともに、体系的な研修プロ

グラムを実践し、教員のＩＣＴ活用指導力の向上を図る。 
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また、「超スマート社会（Ｓｏｃｉｅｔｙ ５．０）」の到来等により、

労働市場の構造や職業、人々の生活様式が大きく変わることが予測され

る中、本県においても、最先端のデジタル技術の活用により各分野の課

題解決を図るとともに、新たな産業創出や地場産業の高度化を推進して

いく取り組みが進んでいる。教育においても、デジタル社会に対応でき

る素養を育むことや、ＡＩ技術等を活用し新たな価値創造をもたらす人

材を育成していくことが求められている。 

このため、全ての児童生徒が、新しい時代に対応するための基盤とな

る情報活用力や思考力等を身につけることができるよう、各学校におけ

るプログラミング教育や理数系科目の教育の充実を図るとともに、ＡＩ

やビッグデータ等を活用して新たな価値の創造や社会課題の解決を図る

人材の育成に向けた高大連携の取り組みなど、デジタル社会に対応する

人材の育成を図る。 

「第２期教育等の振興に関する施策の大綱」及び「第３期高知県教育

振興基本計画」に基づくこれらの取り組みにより、デジタル社会に向け

た教育を推進する。 

 

ア 令和５年度の主な取り組み 

①基礎学力の定着に向けたデジタル技術の活用促進 

１人１台タブレット端末を活用しながら個々の理解に合わせて段階

的に学習を進められるデジタルドリルや、一人一人の学習定着度を把

握し学習指導に活用できるスタディログ等を組み合わせた「学習支援

プラットフォーム」により、個々の強みを伸ばし、つまずきをサポー

トする個別指導を実践する。あわせて、子どもたちが主体的に協働し

て学び合うことができるよう、協働学習ツールの効果的な活用を進め

る。また、デジタル技術を活用した効果的な学力補完の方策について

県内への普及を図るとともに、１人１台タブレット端末の持ち帰りに

よる授業と家庭学習のサイクル化の推進を図る。 

②遠隔教育の推進 

中山間地域等の小規模高等学校において、難関大学への進学等を希

望する生徒のニーズに応じた授業や補習等を教育センターから配信す

る。令和５年度は、実施校や配信科目を追加するとともに、学校相互

型遠隔授業を本格的に実施する。また、生徒への指導の専門性を確保

するとともに教員の負担軽減を図るため、小規模中学校の免許教科外

指導担当教員を対象に遠隔教育システムを活用した支援に取り組む。
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さらに、免許外支援拠点校を設置し、地域の学校間で相互支援ができ

る拠点校型遠隔支援の体制を構築するとともに、小学校複式学級にお

ける遠隔授業に関する研究を進める。 

③教員のＩＣＴ活用指導力の向上 

児童生徒一人一人のつまずきや強みなど、個々の学習状況と理解度

に対応した最適な個別指導の実現に向けて、１人１台タブレット端末

やデジタル教材を効果的に活用した授業改善を進めるとともに、年次

研修における体系的な研修プログラムの実施等により、教員のＩＣＴ

活用指導力を高める。 

 

イ 中長期的な取り組み 

・ＩＣＴを活用した双方向型の授業の配信やＡＩによる個別最適化学

習などの新たな教育手法の開発・普及を図る。 

・全ての児童生徒が、新たな時代の基盤となるデジタル技術を理解し

情報活用力や論理的な思考力を身につけることができるよう、プロ

グラミング教育や理数系科目等の教育内容を充実する。 

・新たな価値の創造などに力を発揮できる人材の育成に向けて、高等

学校と大学との連携や教員のＩＣＴ活用力の向上を図る取り組みを

推進する。 

 

 

（４）南海トラフ地震対策の抜本強化・加速化 

【高知県南海トラフ地震対策行動計画】 

南海トラフを震源とするＭ８～９クラスの地震は、今後３０年以内に

７０％～８０％の確率で発生すると見込まれるなど、切迫度がますます

高まっている。 

県では、南海トラフ地震に備えるため、「南海トラフ地震対策行動計画」

を策定し、ハード・ソフトの両面から様々な対策を進めてきた。 

デジタル技術の導入については、これまで、Ｗｅｂ上で震度分布図、

津波浸水予測図、避難場所等を周知するための「高知県防災マップ」の

開発、被害状況の集約や防災関係機関との情報共有等を目的とした高知

県総合防災情報システムの開発、また、地域住民に市町村が発信する避

難勧告等の情報を報道機関や緊急速報メールにより伝達する L アラート

とのシステム連携等を実施してきた。 
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今後も、「高知県防災アプリ」の普及促進など県民等への情報提供手段

の多様化、防災関係機関との情報共有の仕組みづくりなど、デジタル技

術を積極的に活用し、南海トラフ地震対策の推進を図ることとする。 

 

ア 令和５年度の取り組み 

①県民の適切な避難行動等の促進 

令和２年度に、雨量や震度などの防災情報等をスマートフォン等へ

プッシュ型で通知する「高知県防災アプリ」の運用を開始しており、

令和５年度は、さらにその機能を拡充し、「津波災害区域（イエローゾ

ーン）の表示」、「熱中症アラート」の情報を追加、「プッシュ通知エリ

アを細分化」などを行う。また、国際交流協会や技能実習生監理団体、

大学などと連携して、県内在留外国人に対して防災アプリ（令和４年

度に改修した多言語版）の普及を促進し、災害時要配慮者である外国

人が安心・安全に暮らせる生活環境の整備につなげる。 

②被害状況に応じた迅速な応急救助活動の実施 

災害時の被災状況を迅速かつ詳細に調査するため、令和４年度にド

ローン（無人航空機）を各地域本部に整備した。令和５年度は、孤立

地区に緊急物資を配送するためのドローンを導入し、命をつなぐ対策

を強化する。 

 

イ 中長期的な取り組み 

・大規模地震発生時に主要な道路の啓開情報についてリアルタイムに

関係機関と共有するための道路情報共有システム導入を検討する。 

・市町村に対して、被災者支援システム（被災者の属性情報、家屋属

性情報、罹災証明書の発行等を一元管理するシステム）を導入する

ように働きかけていく。 

 

 

（５）インフラの充実と有効活用 

本県のインフラは、産業振興計画などの県の基本政策を支えるととも

に、災害から県民の生命や財産を守る大変重要なものであることから、

地域の実情を踏まえて、その整備促進に取り組んでいる。 

デジタル化については、これまでも公共事業の発注関係業務や災害時

の情報共有・提供方法などについて、デジタル技術を活用したシステム

化やオンライン化を図ってきた。また、少子高齢化や人口減少などによ

る建設業の深刻な担い手不足に対応するため、ドローンや地上レーザー
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スキャナ等を活用した３次元測量など、ＩＣＴを活用して建設現場の生

産性向上などに積極的に取り組んできたところである。 

今後も、ＩＣＴやＩｏＴ等のデジタル技術も積極的に活用しながら、

インフラ整備を集中的かつ効果的に進め、強靱な県土づくりを推進して

いく。 

さらに、災害情報の更なるデジタル化の推進や、業務のデジタル化や

既存システムの機能向上などにも取り組んでいく。 

 

ア 令和５年度の取り組み 

①航空レーザを活用した河川管理の高度化 

航空レーザで計測した三次元データから、堤防や河道の変状を定量

的に把握することで、堤防の適切な管理や治水上支障のある堆積土砂

の除去などを行い、浸水被害の防止につなげる。 

②新技術を用いたインフラ施設の維持管理 

道路をはじめとするインフラ施設の維持管理の効率化、高度化を図

るため、日常の巡視や定期点検においてドローン、レーザ、ＡＩなど

の新技術の活用を拡大する。 

③デジタル技術を用いた行政サービスの変革 

  県民の利便性向上、行政手続の効率化とコスト縮減を目指し、建設

工事等に係る入札参加資格申請等のオンライン化を図るとともに、現

実の地形、建物などを仮想空間に再現する「デジタルツイン」による

浸水可視化シミュレーション等を行う。 

 

イ 中長期的な取り組み 

・道路や河川等のインフラ施設の日常巡視や点検の効率化・高度化・

自動化を進めるとともに、屋外広告物管理システムの構築と既存屋

外広告物の調査、県営住宅維持管理のシステム化等を検討する。 

 

 

２ ５つの基本政策に横断的に関わる政策 

（１）中山間対策の充実・強化 

令和３年度に実施した集落実態調査において、日常生活の不便さや集

落機能の低下など、高齢者の暮らしをはじめとする中山間地域の課題が

再確認され、医療や介護、防災といった分野においても、デジタル技術

の活用を望む声があったことから、令和４年度から新たな中山間対策の

一つに「デジタル技術の活用」を位置づけ、各分野で取り組んでいる。

令和４年度には、持続可能な集落の仕組みづくりを推進するため、中山

間地域においてデジタル技術を活用したモデル事業を新たに開始し、ド
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ローンを活用した生活物資の運搬、集落の水源管理の取り組み、農業用

水の遠隔管理といった市町村が実施する事業を支援している。 

今後も、地域住民が支え合い、暮らし続けることができる持続可能な

中山間地域の実現に向けて、デジタル技術の活用を進めていく。 

 

ア 令和５年度の取り組み 

①中山間地域の課題解決に向けたデジタル技術の活用 

 ・持続可能な集落の仕組みづくりを推進するため、中山間地域におい

てデジタル技術を活用したモデル事業を実施する。生活用品や移動

手段の確保する取組を促進するとともに、新たに集落活動の課題解

決などを支援する。 

 ・中山間地域で安心して暮らせる生活環境を整えるため、デジタル技

術を活用した集落の水源管理の取り組みを推進する。年間を通じた

維持管理の負担軽減効果の検証と周知により、地域での実装・普及

につなげる。 

 ・公共交通の利便性向上を目指し、新たにマイナンバーカードを活用

したバス乗降システムの実証実験を実施する。 

 

 

３ オープンデータ 

国のデジタル・ガバメント実行計画において、「地方自治体は、官民デ

ータ活用推進基本法の趣旨やオープンデータ基本指針を踏まえて行政保

有データを原則オープン化し、オープンデータを活用した地域の課題解

決を図ること」とされており、データの公開を積極的に推進していくこ

とが求められている。 

行政保有データを積極的に公開することにより、行政の透明性・信頼

性の向上や民間による様々なサービスに活用されるなど、地域の課題解

決や産業振興につながることが期待されている。 

データの利活用が活発化している中、個人情報保護に関しては、法制

上の不均衡や不整合があり、データ利活用の支障となっている状況を踏

まえ、政府は、地方公共団体等ごとの個人情報保護条例の規定や運用の

相違による保護水準の不均衡を是正し、個人情報保護委員会が一元的に

制度を所管することにより、「全国共通の個人情報の保護の確保及びデー

タ流通の支障等の是正」や「全国一元の監督による国際的制度調和の確

保による我が国の成長戦略への整合」を図る目的から、「デジタル社会の

形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により、個人情報保護

法の改正が行われた。（令和３年５月 19 日公布、令和５年４月 1 日施行
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予定。）【再掲】 

 

【 現状 】 

 本県では、行政の透明性・信頼性の向上、経済の活性化や行政事務の

効率化などを図るため、平成 28年１月にオープンデータの公開を開始し、

現在、県ホームページにおいて７分野、１２６件のデータを公開してい

る。 

県内市町村では、２０市町村において公開されている。 

 

【 課題 】 

 民間企業等によるオープンデータを活用した新たなサービスの開始

につなげていくため、企業等が必要とするデータなどの利用者のニー

ズを官民の意見交換などを通じて的確に把握し、積極的に公開してい

くことが必要である。 

 適時適切な更新、公開を行えるような庁内の仕組みづくりが必要であ

る。 

 県が保有するデータをオープン化するに当たり、含まれる個人情報の

確認、提供方法、匿名化作業に関する手続の実施方法等について整理

が必要である。 

 県の取り組みの拡大と併せて、市町村の取り組みの促進が必要である。 

 

【 取り組みの方向性 】 

 国が公開を推奨しているデータ（自治体標準オープンデータセット）

の公開に取り組む。 

 オープンデータに関する研修を継続的に実施する。 

 オープンデータの活用に関するイベントを開催し、市町村職員にデー

タをオープン化することの意義や重要性について浸透を図り、市町村

における取り組みを促進する。 

 県や市町村の保有するデータは、民間企業等が分析・活用することに

より、様々な分野の課題解決等につながる可能性があることから、必

要に応じてデータを匿名化した上で提供することについて検討を行

う。 

 

 

４ 高画質の映像技術等の活用 

４Ｋや８Ｋ映像は、超高精細という性質を生かし、スポーツ中継など

に活用され、迫力のある映像を視聴者に届けている。 
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また、限りなく実体験に近い体験が得られるＶＲ32は、医療や介護分

野における遠隔画像診断や研修への活用、観光分野におけるバーチャル

旅行など、多様な活用が期待されている。 

これらの活用のためには、大容量のデータ通信が必要であるが、光フ

ァイバや５Ｇ33の普及により、今後急速に活用が進むことが見込まれる。 

また、映像技術は、ドローンと組み合わせた活用も行われており、ド

ローンは、機能の高度化により、活用範囲を拡大している。全球測位衛

星システム・電子コンパス・加速度センサー等を活用することにより、

あらかじめ設定した飛行経路等で、管理者の目視下になくても、自律的

に飛行することが可能となっている。そのため、災害時における現場確

認・平時における警備・監視などに活用されているほか、将来的には中

山間地域での配送サービスなどへの活用も研究されており、様々な分野

への利活用が期待されている。 

 

【 現状 】 

５Ｇと８Ｋ映像を組み合わせて、高知競馬のマルチアングル映像を提

供する、ライブ中継配信システムの実証事業に取り組み、システムの有

効性や、高知競馬の新たな魅力発信につながる可能性があることを確認

できた。 

ドローンについては、土木工事や災害発生時に、人の立ち入りが難し

い場所や現場の確認などに活用している。 

 

【 課題 】 

 民間企業や他都道府県の活用事例も参考にし、導入分野の掘り起こし

が必要である。 

 

【 取り組みの方向性 】 

 ４Ｋ、８ＫやＶＲ、ドローンをはじめとした、これまで活用が進んで

いなかった新たな技術について、試験的な導入や実証実験を行うなど、

地域課題の解決に向けた検討を行う。 

 

 

                                                      
32 VR（Virtual Reality）とは、仮想世界を現実のように体験できる技術のことであり、災害発生や

海外旅行など実現が難しい事象の体験などに活用される。 
33 5G とは、「超高速」「多数同時接続」「超低遅延」3つの異なる要求条件に対応することが可能な第 5

世代移動通信システムのこと。 
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○Ａｐｐｒｏａｃｈ２に関する主な目標指標（ＫＰＩ） 

目標指標（KPI） 現状(R3) R5 目標 

経済の活性化 

 

農業 

 

IoP クラウドデータ収集農家数（累計） 1,424 戸 5,500 戸 

IoP クラウドへの実装システム・接続機器数

（累計） 
26 28 

データ駆動型農業による営農支援者数（累計） 351 戸 2,000 戸 

発情発見装置の導入農家率（累計） 53% 60% 

繁殖データベースの農家加入率（累計） 81% 100% 

林業 

 

森林GISによる森林資源情報等を活用する事

業体数（累計） 
49 事業体 60 事業体 

林業機器の操作やデジタル情報の活用に向

けた研修会への参加事業体数（累計） 
53 事業体 60 事業体 

モデル的な SCM の運用（累計） － 2 地域 

 

 

水産業 

 

自動計量システムが導入された産地市場数

（累計） 
2 市場 8 市場 

利益シミュレーションツールの運用経営体

（累計） 
－ 18 経営体 

商工業 

 

デジタル化計画の策定企業数（累計） 3 社 75 社 

デジタル技術を活用した課題解決に向けた

製品・サービスの開発（累計） 
16 件 20 件 

高知デジタルカレッジにおけるデジタル化

に対応するための企業人材育成数（累計） 
310 人 380 人 

デジタル技術を活用した販路開拓や製品開

発等への支援件数（累計） 
131 件 181 件 

観光 

 

観光客動向データの分析に基づく市町村を

またがる滞在型観光プランの造成数（累計） 
－ 7 

外国人向け観光情報サイト「VISIT KOCHI 

JAPAN」のページビュー（PV）数（年間） 
1,078,465PV 900,000PV 

食品 

 
補助事業による製造現場のデジタル化支援

件数（累計） 
－ 13 件 
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日本一の健康長寿県づくり 

 

医療 

 

高知あんしんネットへの加入施設数(幡多圏

域以外)（累計） 

326 施設 

(11.5%) 

657 施設 

(23.1%) 

はたまるねっとへの加入施設数(幡多圏域)

（累計） 

87 施設 

(30.5%) 

170 施設 

(59.6%) 

高知家＠ラインへの加入施設数(在宅関連施

設)（累計） 

118 施設 

(12.8%) 

328 施設 

(35.6%) 

福祉 

 

介護事業所の ICT 導入率（累計） 

※R5 目標事業所数は R4「人材確保に係る介護事業所実態 

調査」に基づく想定値 

33.3% 

(457 事業所) 

50% 

(697 事業所) 

教育の充実と子育て支援 

 

教育 

 

１人１台タブレット端末を活用し、児童生徒

が日常的に学習支援プラットフォームでの

学習に取り組んでいる割合（年間） 

64% 100% 

遠隔授業・補習受講生徒の国公立大学合格実

績（現役）（年間） 
73.3% 70%以上 

南海トラフ地震対策の抜本強化・加速化 

 

南海トラフ地震対策 

 
高知県防災アプリ（インストール数）（累計） 40,773 63,000 

ドローン講習（学科・実地）受講者数（年間） － 8 名 

インフラの充実と有効活用 

 

土木・建設 

 

新技術（ドローンなど）を利用した構造物点

検数（橋梁数）（年間） 
－ 10 橋 

航空レーザを活用した河川カルテ作成数（累

計） 
－ 9 河川 

基本政策に横断的に関わる政策 

 

文化芸術・スポーツ 

 

文化人材育成プログラム受講者数（年間） 258 名 240 名 

スポーツ医科学を組織的に活用している競

技団体数（年間） 
10 団体 22 団体 

中山間振興 

 中山間地域デジタル化支援事業の事業実施

市町村数（累計） 
－ 10 
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デジタル技術を給水施設に活用している地

区数（累計） 
－ 4 地区 

捕獲わな通報システム導入数（単位：導入わ

な数）（累計） 
45 100 

標準的なバス情報フォーマット(GTFS-JP)形

式のバス情報の整備・オープンデータ公開数 

（単位：事業者数）（累計） 

 

8 

 

10 

オープンデータ 

 

推奨データセットの公開件数（累計） 5 22 

オープンデータの公開件数（累計） 126 200 

オープンデータの取組団体数（累計） 13 34 
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Ａｐｐｒｏａｃｈ３ 業務効率化を図るシステムの構築  

近年、デジタル技術の発展が著しいが、これまで本県の行政事務にお

いてはその恩恵を十分に受けてきたとは言い難い状況にある。しかしな

がら、最少の経費で最大の効果を挙げる必要がある行政事務においては、

デジタル技術を積極的に活用することにより、迅速な事務処理の実現や

正確性の向上が期待できることなど、これまで職員が行ってきた事務作

業を補強又は代替することが可能となる。 
これまで長い時間を費やしていた事務作業等にデジタル技術を活用す

ることで、定型的な業務の生産性を向上し、職員を単純な事務作業から

解放することが可能となり、県民生活に直接関わる業務や県勢浮揚に向

けた地域の様々な課題解決を図る取り組みの企画立案等に、注力する時

間を確保することが可能となる。 
そのためには、業務のあり方や進め方の見直しといった業務改革（Ｂ

ＰＲ）による改善に加えて、職員の代わりに定型的な業務を行うことが

できるＡＩやＲＰＡなどのデジタル技術の積極的な活用や既存システム

のデータ連係等による業務の効率化に向けた取り組みを推進し、庁内全

体に及ぶような場合には、必要に応じて関係課と協働で検討する。 

 

 

１ ＡＩの活用 

コンピュータの処理速度の加速度的な向上とともに、ＡＩ技術も急速

に進化し、企業等においては、業務の自動化や可視化・分析などを目的

としたＡＩの活用が進んでいる。 

ＡＩは、音声、画像、動画といった様々なデータを高度かつ迅速に処

理・分析することが可能であることから、自然言語処理や画像処理の分

野等で活用されており、例えば、コールセンターなどの顧客からの問い

合わせ対応において、回答候補の提示やチャットボットによる自動応答

など、ＡＩを活用した業務効率化の取り組みが進んでいる。 

また、手書きの文字を読み取り、電子データに変換するＡＩ－ＯＣＲ

の技術を行政事務に活用している団体もあり、ＲＰＡと組み合わせるな

ど、効果的な活用方法が拡大しつつある。 

さらに、人間では解読が困難な規則性のない多様なデータを複合的に

分析した上で結果を導くことができるため、医療分野における画像診断

や農業・水産業分野における収穫・漁獲量予測などでの活用が期待され

ており、将来的には、事務作業にとどまらず、ＡＩが活用される場面は
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加速度的に増大していくものと見込まれる。 

なお、ＡＩの活用を行う際には、学習させる適切なデータを大量にイ

ンプットするとともに、判断プロセスを定義することなど、ＡＩの精度

を高めることが重要である。 

また今後、高度な対話型ＡＩがクラウドサービスに組み込まれるなど、

急速に普及が進むと想定されるため、利用方法の検討が必要となってい

る。 

 

【 現状 】 

本県においては、会議等の議事録作成・文字起こし業務の負担軽減と

スピードアップを図るため、ＡＩの音声認識技術を活用した議事録作成

支援システムを平成 31年２月に、ＡＩ－ＦＡＱを令和３年１月に、また、

ＡＩ－ＯＣＲを令和３年７月に導入している。 

 

【 課題 】 

 職員の利便性向上や業務効率化等のため、ＡＩが活用できる業務の掘

り起こしと拡大が必要である。 

 ＡＩの回答の精度向上のためには、適切なデータを整備する必要があ

る。 

 

【 取り組みの方向性 】 

 職員の業務の効率化と業務量の軽減の両立を図るため、２４時間問い

合わせ対応を行うＡＩ－ＦＡＱの対象業務の拡充をはじめ、データ分

析に基づく将来予測や事務手続のチェックなど、様々な事務効率化の

取り組みを実施する。 

 ＡＩ－ＦＡＱについては、法令に基づく手続など、各都道府県共通の

事務に関するＱ＆Ａのデータベースを他の都道府県と連携して作成

することで、開発期間の短縮やデータの充実による回答精度の向上、

職員の業務量の削減が可能になると見込まれることから、他の都道府

県と連携したデータベースの作成・共有について検討を行う。【再掲】 

 書類のデジタル化を推進するため、書類の文字をデジタルデータに変

換するＡＩ－ＯＣＲを導入し、業務の効率化を図る。 
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２ ＲＰＡの活用 

職員の生産性を向上させるため、高度なデジタル技術の活用による業

務効率の改善が求められる中、従来よりも少ない労力で生産性を高める

ための手段としてＲＰＡが活用されており、多くの民間企業や地方自治

体において導入が進んでいる。  

ＲＰＡの導入により、データ入力や転記作業など、パソコン上で大量

かつ反復して行われる業務の効率化や自動化が可能となるため、行政事

務においても、帳簿入力や伝票作成、電子メールの発信、経費チェック、

定期的な情報収集など、職員が携わる定型業務に活用されている。 

また、業務の頻度や規模、コストが効果に見合わないなどの観点から

情報システムの導入が見送られてきた、手入力による業務プロセスを、

作業の品質を向上するとともに、比較的低コストかつ短期間で導入でき

るという特徴がある。 

なお、ＲＰＡの活用に当たっては、パソコン上で行われる業務プロセ

スを定型化して処理手順を定義した動作プログラム（ＲＰＡシナリオ）

を作成することが前提条件となる。 

 

【 現状 】 

 令和元年度に４業務、令和２年度に１６業務、令和３年度に４８業務

に導入するとともに、サーバ実行型ＲＰＡツールを導入することにより

庁内のパソコンからいつでもＲＰＡを利用できる環境を構築し、事務処

理時間の削減率は３１．２～１００％となるなど、効果を上げている。 

また、令和４年度は、７５業務への導入を目標に新たなシナリオ作成

及び既存シナリオの全庁展開を図った。 

 

【 課題 】 

 全庁的に活用していくためには、より多くの職員がＲＰＡの概要を理

解し、導入可能な業務の掘り起こしを行うことが必要である。 

 ＲＰＡの導入を拡充し、継続して利用していくためには、職員による

簡易なＲＰＡシナリオの作成や、民間事業者により作成されたＲＰＡ

シナリオの改修に対応できる職員の育成が必要である。 

 

【 取り組みの方向性 】 

 令和５年度に各所属に設置するＤＸ推進員を中心とした県庁内にお

ける業務の掘り起こしや、他の都道府県の導入事例を参考に、対象業

務の拡大を図る。 
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 電子申請システム、ＡＩ－ＯＣＲなどをＲＰＡと連携させることによ

り、より一層の業務効率化が期待できるため、連携させる形で対象業

務の拡大を図る。 

 サーバ実行型のＲＰＡツールを活用し、共通利用ができるＲＰＡシナ

リオの横展開を拡充する。 

 職員によるＲＰＡシナリオの作成・改修が可能となるよう、人材育成

（職員研修）を継続して行う。 

 シナリオ作成・改修等に関する職員からの質問に対応するため、ヘル

プデスクやＡＩ－ＦＡＱによる問い合わせ対応などのフォローを行

う。 

 将来的には、ＲＰＡにＡＩ機能を搭載し、業務プロセスの分析や意思

決定まで可能な活用方法も見込まれるため、技術動向を注視していく。 

 

 

３ システム・データの連携 

行政の情報システムにおいては、多種多様なシステムや情報（データ）

が散在してきた。そのため、行政情報を活用する流れは分断され、情報

資産を有効活用するための障害ともなっている。 

今後、県民サービスのより一層の向上を図るためには、各種台帳や窓

口での相談・面談内容など既存のシステムで管理している情報と、電子

申請システムを活用した各種手続の情報を、一連の情報として管理・共

有するなど、システム・データの連携・活用を図ることが必要である。 

また、行政サービスを受けようとする県民の方の利便性を考えると、

県庁ホームページにアクセスした際に、一覧で個々の利用者にとって最

適な情報や手続が選択されて表示されることが望ましい。 

 

【 現状 】 

現在、庁内のシステム連携は、各システムの認証基盤として共通基盤

システムを利用するなど、限定的なものとなっている。 

新たに導入した電子申請システム等は、庁内の各種システムと連携し

ていない。 

 

【 課題 】 

 多くのシステムが独立していることから、県民の方がワンストップで

手続を完結できない。 

 県庁ホームページにおいて、利用者が、関心の高い情報を探し出す必

要がある。また、利用者が関心のある特定のページにショートカット

する設定を行うことが想定されるが、この場合、直接、当該ページを

閲覧することになるため、県からお知らせする必要のある重要な情報
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に接する機会がなくなることがある。 

 システム・データ連携の範囲の整理が必要である。 

 職員の個人認証について、共通基盤システムを活用し、システム間で

連携は行われているものの、一部の基幹システムでの利用に留まって

おり、様々なシステムと連携ができる職員認証基盤の構築を検討する

必要がある。 

 

【 取り組みの方向性 】 

 国は、原則、全ての地方公共団体で、特に国民の利便性の向上に資す

る行政手続について、マイナポータルからマイナンバーカードを用い

たオンライン手続を可能にする方針であり、令和３年度に接続環境を

実装し、自治体の基幹システムとの接続の標準仕様が示されたことか

ら、適切に対応する必要がある。 

 電子申請により受け付けたデータを既存のシステムに連携すること

により、オンライン（電子申請）とオフライン（窓口）の情報連携を

図る。【再掲】その際は、費用対効果を考慮し、ＲＰＡによる対応や、

既存システムの改修などを検討する。 

 マイナンバーカードを利用した職員認証基盤を構築し、適切な行政資

産の保護と行政事務の効率化を図る。まずは、令和５年度に印刷認証、

鍵管理・入退庁管理で利用を開始するとともに、その他に職員認証が

必要な場面での利用についても検討していく。 

 

 

４ 業務改革（ＢＰＲ） 

今後ますます人口減少、少子高齢化が進む中、将来的には限られた職

員で、今よりも複雑化・多様化する行政課題に向き合う必要性があると

考えられる。  

そのためには、職員の働き方を見直し、効率的な組織運営を実現する

ことが必要であり、定型的な業務（ノンコア業務）を中心に効率化を進

め、行政課題の解決に向けた企画立案や住民へのサービス提供などの業

務（コア業務）に注力できるよう業務改革を進める必要がある。 

国が策定した「自治体ＤＸ推進手順書」においても、「ＢＰＲの取組の

徹底」が取組事項に位置づけられており、「業務内容や業務プロセス、さ

らには組織体制を含めて抜本的に見直し、再構築するいわゆるＢＰＲの

取組が、ＤＸの成果を決定づける」と記載されている。 

 

【 現状 】 

全庁共通的な業務（電子収納、電子決裁、電子契約等）について、関

係部局でワーキンググループを設置し、業務改善を実施してきた。  
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さらに、令和４年度には業務プロセスの見直しを行ったうえで職員が

電子申請、ＲＰＡ、ＡＩ－ＯＣＲなどのデジタルツールを業務効率化の

手段として積極的に活用するために、まずはＢＰＲの必要性を理解させ

たうえで、デジタルツールの習熟度を高める研修を開催した。 

 

【 課題 】 

 庁内のＤＸを効果的に進めるためには、単にデジタル技術を導入する

だけでなく、業務のあり方そのものを見直すことが必要だが、職員の

自発的な提案に留まっており、組織的な業務の棚卸しやＢＰＲができ

ておらず、成功事例やノウハウが少ない 

 

【 取り組みの方向性 】 

 令和５年度から、各所属における旗振り役としてＤＸ推進員を新たに

設置し、ＤＸ推進員を中心に、効率化の余地がある業務を調査、選定

したうえで、業務の見直しや、電子申請、ＲＰＡなどのデジタルツー

ルの活用を推進する。 

 令和５年度は、ＢＰＲのノウハウを持つ民間企業に支援事業を委託し、

デジタル政策課職員とともに、ＤＸ推進員の活動を支援する。 

 

 

○Ａｐｐｒｏａｃｈ３に関する主な目標指標（ＫＰＩ） 

目標指標（KPI） 現状(R3) R5 目標 

AI の活用 

 

AI-FAQ の業務数（累計）【再掲】 9 40 

AI-OCR を活用した業務数（年間） 19 19 

AI-OCR の利用件数（年間） 

※現状(R3)は、R3.7～R4.3 までの数値 
955,882 パーツ 

1,250,000 パー

ツ 

RPA の活用 

 

導入業務数（共通シナリオの利用を含む）（年間） 48 150 

職員による RPA のシナリオ作成数（年間） 9 20 

職員の定型的業務の削減時間数（年間） 4,503 4,500 
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Ａｐｐｒｏａｃｈ４ 多様な働き方を実現する環境の整備 

平成 30 年に公布された「働き方改革を推進するための関係法律の整備

に関する法律」の施行や新型コロナウイルス感染症対応として急速に普

及したテレワーク等の新たな働き方を定着させることで、今後も多様で

柔軟な働き方が自由に選択できるような環境を整備していく必要がある。 

実際に、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大は、職員が自宅等で

も業務を行うことができるテレワーク環境の必要性を実感させるものと

なったが、アフターコロナ時代においても、多様で柔軟な働き方の選択

肢として有用である。 

また、国においては、テレワークの促進やワーク・ライフ・バランス

の実現など、新しい働き方・暮らしの改革と少子化対策や女性の活躍の

場の拡大を推進する方針である。 

本県においても、今後さらに複雑化・多様化する行政課題に、限られ

た職員で対応するためには、効率的な業務遂行が必要であり、近い将来

に発生するとされている南海トラフ地震や近年多発している風水害など

非常時における業務の継続（ＢＣＰ）、育児・介護等のために働き方に制

約がある職員、障害等のために日常生活に制限がある職員の能力発揮等

の観点からも、場所や紙にとらわれないワークスタイルの実現に積極的

に取り組むことが必要である。 

そのため、令和５年度から、場所や紙にとらわれない働き方の推進や

抜本的な業務の再構築により、職員の働き方改革を目指す「県庁ワーク

スタイル変革プロジェクト」に取り組むこととしている。 

なお、多様な働き方の実現に向けては、利便性の確保と同時に、場所

にとらわれない働き方の性質上、これまで以上に情報セキュリティ対策

の徹底が重要となる。 

 

 

１ 電子決裁34を活用した意思決定 

行政機関におけるあらゆる意思決定は、国においては公文書管理法、

地方自治体においては各団体の公文書管理条例等に基づき、文書主義に

より行われている。その趣旨は、文書の適正な管理、適切な保存及び利

用等を通じて意思決定の検証を可能とする点にあり、この重要性は、デ

ジタル技術が進歩した今日にあっても変わるところではない。 

もっとも、現在では、公文書管理法や公文書管理条例においても電磁

                                                      
34 電子決裁とは、紙文書ではなくシステムを利用して意思決定を行うこと。 
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的記録を文書に含むものとされており、パソコンによる資料の作成、メ

ールによる情報共有等が日常的に行われている。しかしながら、これま

での本県における意思決定は、紙の文書への署名押印主義であり、電子

決裁は一部の内部管理業務に限られていた。 

この点、国においては、平成 20年頃から共通の電子決裁システムを順

次導入し、平成 28年度には９０％以上の文書が電子決裁化するに至って

おり、令和８年度までに公文書の完全電子化という方針を掲げている。

本県においても、テレワークの普及、公文書の紛失や誤廃棄のリスク低

減、文書保管場所の省スペース化、コスト削減、環境への配慮等の観点

から電子決裁の拡大を図っていく方針である。 

 

【 現状 】 

電子決裁の導入は、職員の旅費事務や勤務管理等、内部管理業務に関

わるシステムにとどまっていたが、令和３年度に、職員用ポータルサイ

ト内の文書情報システムと決裁システムを連携させ、文書情報システム

により起案する文書の電子決裁を可能とするシステム改修を行い、令和

４年度から正式に電子決裁の運用を開始した。 

 

【 課題 】 

 「原則、紙を併用しない電子決裁」を推進しているが、令和５年２月

末時点の電子決裁率は全庁で３０．３%（知事部局が３７．３%）とな

っており、所属毎に電子決裁率の差が生じている。 

 電子決裁できない理由としては、会計事務が電子決裁に対応していな

いことや、図面等の大量の資料を取扱う場合、決裁時の審査の効率や

正確性が低下することが挙げられる。 

 

【 取り組みの方向性 】 

 令和５年度に各所属に設置するＤＸ推進員を中心に、「原則、紙を併

用しない電子決裁」という方針を徹底し、所属における取組意識の温

度差の解消を図る。 

 一人１台パソコンの更新のタイミングで、ディスプレイを導入し、電

子決裁時の審査の効率化を図る。 

 会計事務における電子決裁の導入を検討するとともに、大量の資料を

審査する場合においても、効率的に電子文書で決裁できる仕組みを検

討する。 

 

 

 



53 

２ オフィス改革 

 インターネットが広く普及し、民間企業等では、従業員の座席を固定

しないフリーアドレス35の採用や、モバイル端末を活用して外出先でも

業務を行うことができる執務環境が一般的となってきている中、今般の

コロナ禍により、Ｗｅｂ会議の活用やテレワークが急速に普及するなど、

行政分野においても、場所にとらわれない働き方への対応が求められて

いる。 

 地方自治体においても、職員の働き方改革を進める観点から、働き方

改革、オフィス改革に取り組むことが必要である。 

 

 

（１）庁内ネットワークの無線化 

 各種システムの利用に際しては、有線又は無線によりネットワークに

接続することとなるが、企業や一般家庭では、無線ＬＡＮ等を活用して

ネットワークに接続することが一般的となっている。 

 また、民間企業や国の省庁等では、無線ネットワークを利用したモバ

イル端末等を活用して、場所にとらわれない働き方への対応が進みつつ

ある。 

 

【 現状 】 

 社会全体で無線ネットワークの活用が広がる中、令和２年には、「地方

公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインの改

定等に係る検討会」がとりまとめた、「庁内無線ＬＡＮのセキュリティ要

件について」が国から示された。 

 これを受け、本県においては、令和４年度に一部の所属で無線ＬＡＮ

を導入するなど、ネットワークの無線化に取り組んでいる。 

 

【 課題 】 

 無線化を行う場合、情報セキュリティについても、対策を整理の上、

全庁的に周知・徹底する必要がある。 

 

【 取り組みの方向性 】 

 限られた庁舎スペースを有効活用するとともに、後述のフリーアドレ

                                                      
35 フリーアドレスとは、個人の座席を固定せず、自由に働く席を選択できるオフィススタイルのこと。 
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ス・サテライトオフィス36など、職員の働き方に関する多様なニーズ

に柔軟に対応できる、場所を問わない執務環境を構築するため、引き

続き庁内ネットワークの無線化に取り組む。令和５年度は、本庁舎、

西庁舎、北庁舎を無線化する。また、一人１台パソコンの更新のタイ

ミングで、パソコンの無線対応も行う。 

 無線化に当たっては、国の示した「庁内無線ＬＡＮのセキュリティ要

件について」に準拠した方式で整備したうえで、必要に応じて情報セ

キュリティ対策に関して職員への周知を図る。 

 

 

（２）フリーアドレス・サテライトオフィス 

 国においては、国家公務員のワークスタイルの変革の取り組みの一環

として、フリーアドレスを取り入れているほか、地方自治体や民間企業

等においても、フリーアドレスの試行や採用が行われている。 

 また、テレワークに関しても、自宅等のほか地方支分部局、所管する

独立行政法人の会議室をサテライトオフィスとして利用するなど、多様

な働き方の実現に向け、様々な取り組みが実施されている。 

 

【 現状 】 

 本県においては、平成 29年度から本庁に庁内ネットワークに接続する

パソコンを設置したサテライトオフィスを設置し、出張時や子どもの養

育・介護を行う職員が通勤時間を縮減できる場合に活用している。 

 また、職員の働き方改革をさらに進めていくため、令和４年度に、民

間企業の協力のもと、フリーアドレス化、課内協議のペーパレス化等を

試行的に行うことを検討した。 

 

【 課題 】 

 フリーアドレス、サテライトオフィスなど執務室外で円滑に業務を実

施するためには、書類のデジタル化（ペーパーレス化等）を含め、業

務の切れ目のないデジタル化が必要である。 

 フリーアドレス、サテライトオフィスとして職員が共用することに適

した机の設置など、ネットワーク関係以外の物理的な環境整備も不可

欠である。 

 フリーアドレスの導入職場において、職員への電話の取り次ぎをスム

                                                      
36 サテライトオフィスとは、県の本庁舎や出先機関に設置するワークスペースのこと。 
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ーズにする必要がある。 

 事務の進め方、組織のあり方をはじめ出退勤の管理など、新たなルー

ル化が必要である。 

 

【 取り組みの方向性 】 

 庁内で共通の課題である、業務の効率化、働き方改革、庁舎の狭隘対

策等に対応するための取り組みであり、庁内ネットワークの無線化や

電子決裁の徹底と併せて取り組む。 

 令和５年度は、「県庁ワークスタイル変革プロジェクト」のモデル職

場において什器類を刷新し、フリーアドレス制を試行する。スマート

フォンを導入し、どこでも連絡ができる環境の整備を行うとともに、

業務に集中するための専用席などを導入し、職員間のコミュニケーシ

ョンの活性化を図りながら、効率的に業務が行える職場環境づくりを

進める。 

 

 

（３）コミュニケーションの充実 

 民間企業等においては、モバイル端末やグループウェア37、Ｗｅｂ会

議など様々なコミュニケーションツールを活用することにより、場所に

とらわれない多様な働き方が広がっている。 

 また、電話も、業務を行う上で必須のコミュニケーションツールであ

り、民間事業者においては、外出の多い営業職等を対象として携帯電話

を支給し、場所にとらわれないスムーズな連絡体制を実現している。 

 

【 現状 】 

本県においては、令和２年度にグループウェア、Ｗｅｂ会議システム

を導入し、庁内外における情報共有やコミュニケーションに活用してい

る。 

 

【 課題 】 

 グループウェアの運用開始に当たり、基本的な利用ルールは示してい

るものの、メール、掲示板、回覧板など各機能の使い分けができてい

ない面がある。 

                                                      
37 グループウェアとは、電子メール・掲示板・スケジューラ等を１つのシステムに集約したソフト 

ウェアのこと。 
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 グループウェアについて、職員が求める機能、容量等が十分でない場

合がある。 

 グループウェアは職員のパソコンからしか利用できないため、離席時

や出張時の利用について、検討が必要である。 

 Ｗｅｂ会議の利用は、今後も拡大することが想定されるため、将来的

に通信回線の容量の拡大が必要になる可能性がある。 

 インターネット系のＷｅｂ会議システムについては、情報セキュリテ

ィの確保を徹底することが必要である。 

 テレワーク中の職員への電話対応について、検討が必要である。 

 

【 取り組みの方向性 】 

 グループウェアの活用状況を把握し、アンケート等を行いつつ、利用

ルールの再整理を行うとともに、職員への周知を図る。また、職員の

ニーズを把握し、必要な機能の拡張等について事業者に要望する。 

 グループウェアに関する問い合わせを一覧化したＦＡＱの更新や、便

利な機能・ツールの紹介等により、より一層の事務の効率化を図る。 

 グループウェアにモバイル連携機能を付加し、離席時や出張時に職員

のスマートフォンから利用できる仕組みを、令和５年度から導入する。 

 Ｗｅｂ会議システムについて、利用状況等を踏まえて、回線の容量の

増強、対応する会議室の追加など必要な環境整備を行う。 

 Ｗｅｂ会議における情報セキュリティの徹底を図る。 

 テレワーク時における電話対応について、グループウェアのチャット

機能やＷｅｂ会議システムによる音声通話の活用を図る。 

 「県庁ワークスタイル変革プロジェクト」のモデル職場において、令

和５年度にスマートフォンを内線化し、テレワーク時においてもスム

ーズに電話対応ができる環境を試行する。 

 

 

（４）テレワークの推進 

テレワークは、時間や場所を有効に活用できる働き方であり、国にお

いては、総務省が関係省庁とも連携し、「テレワーク・デイズ」をはじめ、

テレワークの普及促進に資する取り組みを進めている。 

 また、令和２年 12月に策定された「自治体ＤＸ推進計画」において、

地方自治体は、テレワークの導入・活用に積極的に取り組むとの方針が

示されるとともに、セキュリティポリシーに関するガイドラインの改定
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や、テレワークの導入事例や活用のノウハウを取りまとめ、地方自治体

に提供するなどの支援策が併せて示されている。 

 

【 現状 】 

本県においては、新型コロナウイルスの感染拡大に対応するため、令

和２年７月から本格的に導入し、テレワーク推進期間を定め、令和２年

度は延べ７，４２４回、実人員で１，３６３人が、令和３年度は延べ２

９，５３６回、実人員で２，２７４人が実施した。令和４年度も 12月末

までに延べ２１，２８４回、実人員で１，３５５人が実施した。 

テレワーク用の端末は、１，２２０台（ノートパソコン１，０２０台

及びモバイルワーク用端末２００台）導入している。 

また、インターネット系のＷｅｂ会議システムについては、テレワー

ク時にも利用できる環境を導入している。 

令和３年３月からは、情報処理推進機構（ＩＰＡ）と地方公共団体情

報システム機構（Ｊ－ＬＩＳ）が共同で開発した「自治体テレワークシ

ステム ｆｏｒ ＬＧＷＡＮ」を活用して、閉域ネットワークを介して、

自宅パソコンから職場パソコンを操作するテレワークも可能となってい

る。 

 

【 課題 】 

 テレワーク用端末は、自宅等で使用するためのパソコンを各所属に配

布し、職員間で共用しており、機器の搬送、受け渡し、これに伴う機

器の管理等が煩雑である。 

 自宅にインターネット環境（スマートフォンを持たない職員を含む）

を持たない職員への対応が必要である。 

 セキュリティクラウドを経由して庁内ネットワークに接続すること

から、特にＷｅｂ会議システムを併用したテレワークの利用拡大に伴

い、セキュリティクラウドの回線容量の拡大が必要となる可能性があ

る。 

 グループウェアのチャット機能やＷｅｂ会議システムが利用可能で

あるが、テレワーク中の職員への電話での問い合わせへの対応等につ

いて検討が必要である。【再掲】 

 データ化されていない文書が多く、テレワークで行うことができる業

務が制限される場合がある。 

 効率的にテレワークを実施するためには、職員の担当業務に関する資

料のデータ化が必要である。 
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【 取り組みの方向性 】 

 一人１台パソコンの更新時は、業務に応じてモバイル端末を活用する

こととし、職員自身のニーズや進捗状況などにより、執務室内での作

業、テレワーク（モバイルワーク、サテライトオフィス等の活用を含

む）を選択することができるようにする。 

 テレワーク時に活用できるよう、各種資料のデータ化・ペーパーレス

化（共有フォルダの増強等を含む）に取り組む。 

 職員の意識改革に向け、テレワーク推進期間を継続していく。 

 「県庁ワークスタイル変革プロジェクト」のモデル職場において、令

和５年度にスマートフォンを内線化し、テレワーク時においてもスム

ーズに電話対応ができる環境を試行する。【再掲】 

 電話以外の音声通話によるコミュニケーションの充実を図るため、Ｂ

ＹＯＤ38などの個人端末の活用についても検討する。 

 

 

○Ａｐｐｒｏａｃｈ４に関する主な目標指標（ＫＰＩ） 

目標指標（KPI） 現状(R3) R5 目標 

オフィス改革 

 

電子決裁利用率（年間） － 50% 

無線ネットワークの利用が可能な職員数（累計） 111 2,000 

フリーアドレスの対象所属数（累計） 0 3 

グループウェア利用件数（年間） 6,688,328 10,000,000 

Web 会議システム利用状況・利用回数（年間） 5,608 6,000 

テレワーク利用職員数（割合）（年間） 55% 70% 

 

 

 

                                                      
38 BYOD（Bring Your Own Device）とは、従業員が自身で保有する端末を業務に使用すること。 
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Ａｐｐｒｏａｃｈ５ デジタルインフラ39の整備 

デジタル技術の利活用については、年齢、障害の有無、性別、国籍、

経済的な理由等によるデジタルデバイドが発生することなく、全ての県

民がデジタル化の恩恵を広く受けることができる環境の整備が必要であ

る。 
そのためには、地域によるデジタルデバイドが発生しないように光フ

ァイバなどのデジタルインフラの整備が必要となるが、県内には、中山

間地域を中心に、一部未整備地域が残されており、「新たな日常」の実現

のためには、デジタルインフラの整備が急務である。 
また、既に整備されている地域についても、地域のデジタル化の進展

や、教育ＩＣＴ環境の充実を目指した「ＧＩＧＡスクール40構想」の実

現などにおいて、大容量無線通信のサービスを利用するためには、既存

のデジタルインフラを増強するなど、高度化を進める必要がある。 
今後、地域の課題解決や、都市部との格差解消、人口減少への対応、

そして、本計画に掲げるＡｐｐｒｏａｃｈ１から４までの取り組みを実

現するために、光ファイバやこれを活用した５Ｇなどデジタルインフラ

の整備に取り組む。 

 

 

１ 光ファイバ等の整備・維持管理 

 光ファイバや携帯電話（４Ｇ）などのデジタルインフラは、産業振興

や地域の課題解決に向けた取り組みに必要不可欠であり、民間主導によ

る整備が原則であるが、採算性の問題から民間事業者による整備が期待

できない地域においては、市町村が事業主体となった整備や、民間事業

者に対して市町村が支援を行うことにより、未整備地域の解消に取り組

んできた。 

 

【 現状 】 

本県の大部分を占める中山間地域などの条件不利地域については、通

信事業者による自主的な光ファイバの整備が見込めないことから、市町

村による直接の整備や、事業者への支援が必要となる。 

さらに、光ファイバや携帯電話（４Ｇ）エリアの整備や維持・管理に
                                                      
39 デジタルインフラとは、デジタル技術等を活用するための、光ファイバ等の情報通信基盤のこと。 
40 GIGA スクールとは、多様な子供たちを誰一人取り残すことなく、 子供たち一人一人に公正に個別

最適化され、資質・能力を一層確実に育成できる教育 ICT 環境のこと。具体的な取組としては、１

人１台端末や高速大容量の通信ネットワークの整備等がある。 
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は多額の経費が必要となることから、財政基盤の脆弱な市町村は、未整

備地域の解消に向けた取り組みが困難な状況にある。 

総務省が発表した「令和３年度末ブロードバンド基盤整備率調査」の

調査結果によると、本県の光ファイバ整備率（世帯カバー率）は、全国

平均の９９．３％に対し、本県は、９８．８９％にとどまる。 

また、総務省が発表している「我が国のインターネットにおけるトラ

ヒックの集計結果」によると、インターネットトラヒックは増加傾向に

ある。これは、スマートフォンなどインターネットに接続する端末・デ

バイスが、大幅に増加したことや、動画をはじめとした大容量コンテン

ツの増加等がその原因と考えられる。 

さらに、令和２年５月分の調査結果においては、新型コロナウイルス

の感染拡大防止のため在宅時間が増加したことなどにより、インターネ

ットの利用が大幅に増加し、ネットワーク環境がひっ迫していることか

ら、より大容量のサービスが提供できるよう対応が求められている。 

国においては、新型コロナウイルス感染症への対応を進めながら、「新

たな日常」に必要な情報通信基盤を整備するため、令和２年度補正予算

により光ファイバ整備を促進するとともに、令和３年度末にデジタル田

園都市国家インフラ整備計画を策定し、令和９年度末までに世帯カバー

率９９．９％を目指すことととしている。 

また、令和４年の電気通信事業法改正により、光ファイバ等をユニバ

ーサルサービスに位置づけ、それらの安定した提供を確保するための新

たな交付金制度が創設されることとなった。 

また、県内の携帯電話（４Ｇ）エリアの整備状況については、人口カ

バー率が９９．９％を超えているものの、令和３年度末時点で、２５市

町村、約４００世帯がエリア外となっている。令和４年３月末に発表さ

れた国の「デジタル田園都市国家インフラ整備計画」において、「令和５

年度末までに全居住エリアをカバーし、全ての国民が利用可能な状態（エ

リア外人口０人）を実現する。」という目標値が定められている。 

 

【 課題 】 

 光ファイバについて、令和２年度の国の補正予算を活用しても、整備

費用・ランニング経費の負担が困難であることから、整備に取り組む

ことができなかった市町村がある。 

 平成 20年度に創設された国の「地域情報通信基盤整備推進交付金（Ｉ

ＣＴ交付金）」等を活用して整備した市町村においては、当時普及し
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ていた規格（１００Ｍｂｐｓでのサービス提供）でネットワークを構

成している。 

 このため、令和５年現在、広く普及している１Ｇｂｐｓのインターネ

ット接続サービスを提供することができず、インターネット環境のひ

っ迫が解消できない状況にある。 

 混雑の解消のためには、局舎設備等を、より大容量の機器に増強する

必要があるが、高額であることから、市町村負担が大きい（国の補助

の対象とならない公設のままの設備の更新（高度化）や高度化を伴わ

ない更新に対する支援制度なし）。 

 携帯電話（４Ｇ）エリアの整備について、携帯キャリア各社は５Ｇ携

帯電話基地局の整備にリソースを割いており、各社の自助努力による

整備が困難な状況であり、自治体が公設で携帯基地局を整備する際の

国の補助事業はあるものの、市町村にとっては自己負担がネックとな

っており、整備が進まない状況にある。 

 

【 取り組みの方向性 】 

 ブロードバンドサービスのユニバーサルサービス41化に係る新たな

交付金制度が地域の実情に応じた支援内容となるよう、引き続き、政

策提言を行う。 

 市町村が整備したインターネット環境について、住民・企業のニーズ

に対応するよう高度化を行おうとする場合の支援制度の創設につい

て、国に政策提言を行う。 

 なお、国において支援制度が創設されるまでの間、本県独自の事業に

より、高度化に取り組む市町村を支援していく。 

 公設携帯基地局等の整備の推進を図るため、市町村が国補助事業によ

り整備した携帯基地局等の管理運営に係る経費等を支援していく。 

 

 

２ ５Ｇの導入 

５Ｇは、超高速（１秒に１０ＧＢのデータ伝送能力）、多数同時接続（１

㎢あたり１００万台が同時接続）、超低遅延（データ転送遅延が１ミリ秒

程度）といった特徴を備えている。 

平成 31 年４月に特定基地局の開設計画が認定され、整備が開始された

                                                      
41 ユニバーサルサービスとは、国民生活に不可欠で、生活する地域に関係なく、日本全国で同様に提

供されるべきサービスのこと。 
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が、従来の電波よりも到達距離が短く、障害物の影響を受けやすいため、

同一のエリアをカバーするためには４Ｇ／ＬＴＥと比べて多数の基地局

整備が必要とされている。 

 

【 現状 】 

令和４年度末現在における基地局の整備状況は、首都圏が中心であり、

地方では１県当たり数カ所から数十カ所程度しか進んでおらず、また、

地方の中でも人口の多い県庁所在地等に基地局が偏在している。 

特定のエリア内でのみ利用するローカル５Ｇについても、免許が交付

されており、工場内でのＩｏＴ機器の管理や５Ｇの利活用方法を検討す

るための実証現場等で活用されている。 

例えば、本県においては、ローカル５Ｇを活用した遠隔監視・制御、

遠隔指導等によるゆず生産のスマート化に向けた実証に取り組む動きが

みられる。 

 

【 課題 】 

 令和５年３月時点で、カバーエリアは人口密集地に点在する程度であ

り、地方においては、５Ｇのサービスを享受できる状態とは言いがた

い。 

 ５Ｇの普及・利用拡大のためには、その特性を活かしたキラーアプリ

ケーションや新たなサービスの提供が必要。 

 地域の課題解決等につながる５Ｇの活用方法やニーズが提示された

場合、その地域の基地局整備が優先して進む可能性があるが、５Ｇの

活用方法の掘り起こしは進んでいない。 

 

【 取り組みの方向性 】 

 地方においても、開設計画に遅れることなく、前倒しで基地局整備が

加速されるよう、事業者に対して働きかける。 

 条件不利地域における基地局整備は補助率を上乗せするなど、取り残

される地域が生じないよう、制度の改善や支援制度の拡充などを国に

求めていく。 

 将来、事業者による整備が困難な地域の解消を市町村が行おうとする

場合は、支援制度について市町村の意向を踏まえて検討する。利活用

について、地域の課題(ニーズ)を通信事業者や５Ｇベンダの持つ技術

やインフラ(シーズ)を結ぶ橋渡しを行うことで地域への５Ｇ導入に
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つなげていく。 

 

 

○Ａｐｐｒｏａｃｈ５に関する主な目標指標（ＫＰＩ） 

目標指標（KPI） 現状(R3) R5 目標 

光ファイバの整備・維持管理 

 
本県における光ファイバ整備率（累計） 98.9% 99% 

整備率が 100％未満の市町村数（累計） 10 8 
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第５ 推進体制 

本計画は、あらゆる分野のデジタル化に取り組むことにより、県民サ

ービスの向上と、デジタル技術を活用した課題解決と産業振興を図ると

ともに、行政事務の抜本的な効率化を目指すものであり、行政の施策全

体に関わる取り組みであるため、全庁一丸となって取り組みを推進して

いくことが必要である。 

また、技術進歩のスピードが速いデジタル技術の活用に当たっては、

トライアルアンドエラー（試行錯誤）、フォローアップを繰り返しながら

進めていくことが鍵となる。 

そのため、知事を本部長とする「高知県デジタル化推進本部」におい

て、本計画に基づく取り組みを推進するとともに、進捗管理や課題事項

の検討・調整などを行う。 

なお、５つの基本政策においては、各計画等においてデジタル化の取

り組みを新たな柱として位置付けを明確にするとともに、その内容を本

計画にも盛り込み、各本部会議で進捗を管理し、デジタル化の取り組み

に関することは、当推進本部においてもフォローアップを実施する。 

今後、個別の課題に対しては、必要に応じて関係機関によるワーキン

ググループを設置して検討を行うなど、推進本部と連携して取り組むも

のとする。 

 

 

第６ 計画の位置付け 

本計画は、官民データ活用推進基本法第９条に基づき、都道府県に策

定が義務付けられている「都道府県官民データ活用推進計画」として位

置付けるものである。 
＜参考＞官民データ活用推進基本法第９条（抜粋） 

 第９条 都道府県は、官民データ活用推進基本計画に即して、当該都道府県の区域における 

官民データの推進に関する施策についての基本的な計画を定めなければならない。 

 

 



No 名称 内容 所属名

1 高知県ホームページのリニューアル
利便性の高いホームページにするため、デザイン変更やス
マートフォン表示等に対応する。

広報広聴課

2 行政手続のオンライン化
電子申請システムの市町村との共同利用を促進し、県全体
のオンライン化を進めるとともに、利用率向上を図る。

デジタル政策課

3 AI-FAQの拡充
対象業務の拡大とともに、導入済みの業務についても、回
答率向上に向け、内容の充実を図る。

デジタル政策課

4 ネットワークのセキュリティ対策
高度な情報セキュリティ対策を講じるため、高知県情報セ
キュリティクラウドを構築し、サービスを利用する。

デジタル政策課

5 デジタル推進計画アドバイザーの活用
計画の推進やバージョンアップ等に対し、有識者にアドバ
イザーを依頼し、助言や意見を受ける。

デジタル政策課

6 電子契約システムの活用
契約事務の効率化及び費用削減等を図るため、電子契約の
利用拡大を推進する。

デジタル政策課

7 スマートフォン活用サポーターの養成
デジタル機器に不慣れな高齢者等に身近な場所でスマホ操
作や活用方法を教える事のできる人材を養成する。

デジタル政策課

8 市町村の業務改革（BPR）支援
市町村のシステム標準化・共通化やオンライン化を契機と
した業務改革（BPR）の取組を支援する

デジタル政策課

9 市町村DX推進アドバイザーの設置
市町村のDX推進に係る専門的かつ実践的なアドバイスや市
町村職員の人材育成支援等を行う。

デジタル政策課

10 図書館資料の電子化
県立図書館が所蔵する貴重資料のデジタル化を行い、イン
ターネット上で公開する。

生涯学習課

11 SMS送信サービスの充実
県立図書館において、本の予約に必要なパスワードの発
行・初期化、返却の督促、予約した本の到着連絡などの通
知を行う。

生涯学習課

12 閲覧型電子書籍サービスの導入
県立図書館において、コンテンツを横断した本文の検索等
が行える閲覧型電子書籍サービスを導入し、デジタル技術
を生かした効果的で効率的なサービスの拡充を図る。

生涯学習課

13
オーテピア高知図書館におけるマイナン
バーカードの活用

マイナンバーカードにより、図書等の貸出手続や予約の照
会を可能にする。

生涯学習課

14 マイナンバーカードの普及及び活用
カードの活用方法等の検討とともに、関係団体への取得依
頼や各部局の広報媒体を活用した広報を実施する。

全部局

15 広報活動のオンライン化
県の取り組み等を広く周知するため、PR用ホームページや
デジタルパンフレットの作成、SNS等を活用した広報を行
う。

全部局

16 研修・セミナー等のオンライン化
インターネットを活用し、研修・セミナー等をオンライン
で実施する。

全部局

No 名称 内容 所属名

17
【農業】
新規就農総合対策事業

新規就農ポータルサイトの情報発信力を強化し、就農希望
者への訴求力を高めるとともに、オンラインでの就農相談
会等の開催による新規就農者の確保につなげる。また、デ
ジタル技術の活用により研修体制の整備を行う。

農業担い手支援課

18
【農業】
校内Wi-Fiの環境整備

農業大学校においてデータ駆動型農業を実践できる人材を
育成するため、ハウス内で直接タブレット等を操作できる
よう学校内のWi-Fi環境を整備する。

農業担い手支援課

19
【農業】
スマート農業推進事業

労働生産性や単収の向上、高品質化等を図るため、生産現
場へのスマート農業技術の普及拡大を推進する。

環境農業推進課

高知県デジタル化推進計画　取組一覧表

Approach１　あらゆる行政サービスのデジタル化

Approach２　社会経済活動のデジタル化
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No 名称 内容 所属名

20
【農業】
IoPプロジェクトの推進

「IoPクラウド」の本格運用を開始し、IT端末に不慣れな
生産者への導入支援等によりユーザーの拡大を図る。ま
た、「IoPクラウド」を活用した新サービスの創出実証に
取り組む。

農業イノベーショ
ン推進課

21
【農業】
データ駆動型農業による営農支援の強化

データ駆動型農業の推進のため、指導体制の強化とデータ
収集の拡大を支援する。

農業イノベーショ
ン推進課

22
【農業】
特産果樹生産販売促進事業

ゆず振興対策協議会が実施するデジタル機器等の利用によ
る技術支援実証を支援する。

農業イノベーショ
ン推進課

23
【農業】
園芸用ハウス等リノベーション事業

園芸産地における生産力強化とデータ駆動型農業の推進を
図るため、既存ハウスの高度化や、環境制御技術の導入を
支援する。

農業イノベーショ
ン推進課

24
【農業】
県産農産物等のWeb販売サイトの運営支援

高知県直販流通外商拡大協議会のWeb販売サイトで、販売
促進活動を実施し、販売拡大につなげる。

農産物マーケティ
ング戦略課

25
【農業】
次世代こうち新畜産システム（IoTの活用）
推進事業

IoT機器による発情検知やクラウド活用による雌牛情報の
共有化を図る。

畜産振興課

26
【林業】
乾燥材の効率的な生産システムに関する研
究

人工乾燥材の安定供給と技術者の軽労化を図るため、生産
工程におけるセンシング及びモニタリング技術の導入によ
る新生産管理システムを構築する。

林業環境政策課

27
【林業】
森林クラウドの整備

伐採に係る行政手続を電子化し、リアルタイムで最新デー
タを活用できるよう森林クラウドの機能改修及び運営を実
施する。

森づくり推進課

28
【林業】
スマート林業支援事業

林業事業体等の情報活用を促進するため、QGIS用の機器等
の導入支援や研修会の開催等を実施する。

森づくり推進課

29
【林業】
スマート林業等技術研修

原木生産情報のデジタル化及び需給情報のマッチングに向
けた仕組みの構築のため、研修会等を実施する。

木材増産推進課

30
【林業】
スマート林業実証等支援事業（SCM構築支
援）

SCMに取り組む地域において、関係者の合意形成などをサ
ポートするアドバイザーの配置や、原木生産情報や木材需
要情報を共有するシステムの導入等を支援する。

木材増産推進課

31
【水産業】
高知マリンイノベーションの推進

操業の効率化や新たなプロジェクトの創出に繋げるため、
データベース及び情報発信システムの運用、利益シミュ
レーションツールの開発・普及、メジカ漁場予測システム
の開発、産地市場への自動計量システムの導入等を推進す
る。

水産政策課
水産業振興課

32
【水産業】
漁業取締活動

漁業取締職員が現場へ接近することが困難な漁業違反案件
に対して、ドローンを用いた空撮による採証を実現し、確
実な検挙につなげる。

漁業管理課

33
【水産業】
水産試験場技術支援事業

水中ドローンを活用した効率的な藻場保全活動の支援を図
る。

水産業振興課

34
【商工業】
IT・コンテンツ企業の立地促進

IT・コンテンツ企業を誘致することで、デジタル技術を活
用する企業の増加を図る。

産業デジタル化推
進課

35
【商工業】
デジタル人材の確保

首都圏等に在住する副業・兼業デジタル人材と県内企業と
のマッチングを通じて、県内企業のデジタル化を促進す
る。

産業デジタル化推
進課

36
【商工業】
高知デジタルカレッジにおける人材育成

企業のデジタル化に必要となる知識やスキルを習得する場
を創出するとともに、IT・コンテンツ関連産業の担い手と
なる人材を育成する。

産業デジタル化推
進課

37

【商工業】
課題解決型産業創出の取組
（オープンイノベーションプラットフォー
ム）

デジタル技術を活用して、県内のあらゆる分野の課題解決
を図るとともに、新たな産業創出を推進する。

産業デジタル化推
進課

38
【商工業】
中小企業等のデジタル化促進

県内中小企業のデジタル化の取り組みを促進し、生産性向
上や付加価値の高い産業の創出につなげる。

産業デジタル化推
進課

高知県デジタル化推進計画　取組一覧表

Approach２　社会経済活動のデジタル化
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No 名称 内容 所属名

39
【商工業】
事業戦略等推進事業

オンライン商談やネット販売などに必要となる製品動画や
ホームページの作成などに対する補助を行い、県内企業の
デジタル化を促進する。

工業振興課

40
【商工業】
AI技術の自動運転台車への適用

高精度測位技術とAI技術を活用した屋外自動運転台車を開
発する。

工業振興課

41
【商工業】
デジタル実装によるフードロス削減と生産
性向上

機械学習を適用した手法を基に、清酒醸造工程における多
変量データを対象とした生産管理指標の予測とその精度の
検証を行う。

工業振興課

42
【商工業】
AI画像認識技術を適応した製品開発

AI画像認識技術を適用した試作カメラを活用し、視聴者の
年齢や性別、動作から認識した属性に合わせたコンテンツ
を表示切替ができるデジタルサイネージの試作を行う。

工業振興課

43
【商工業】
デジタル化による試作開発プロセスの効率
化研究

新商品の試作イメージやアイディアを3Dデータに変換し、
自社で制作・評価まで行う試作開発プロセスの効率化を検
証する。

工業振興課

44
【商工業】
中小企業経営支援事業

商工会・商工会議所の事務処理及び事務効率化を図るた
め、デジタル化を促進する。

経営支援課

45
【商工業】
デジタルデータ収集基盤構築モデル事業

商店街等の活性化や課題解決を図るため、商店街の人流
データ等の活用に向けた人流計測機器導入に必要な調査等
を実施する。

経営支援課

46
【商工業】
企業誘致活動のデジタル化

企業情報を管理するプラットフォームを基盤とし、デジタ
ルマーケティングを駆使した次世代型の誘致活動を推進す
る。

企業誘致課

47
【商工業】
高等技術学校施設等整備事業

高等技術学校の訓練内容の充実を図るため、デジタル機器
を整備する。

雇用労働政策課

48
【観光】
観光振興推進事業（国内誘致/旅行業者等対
策）

効果的なプロモーションを行うため、「連続テレビ小説を
生かした博覧会推進協議会」に関するWebプロモーション
を実施する。

観光政策課

49
【観光】
デジタルプロモーション等事業

デジタルプロモーションの実施等による海外における認知
度向上を図る。

国際観光課

50
【観光】
関西・高知広域連携による誘客促進（大阪
観光局連携事業）

大阪観光局が開発中の観光アプリでの本県の観光地情報の
発信や旅行商品を販売する。

国際観光課

51
【観光】
関西・高知広域連携による誘客促進（関
西・高知周遊促進事業）

関西エアポートのビックデータを活用した関西国際空港を
起点とする誘客プロモーションを実施する。

国際観光課

52
【観光】
観光地域づくり人材育成事業

観光客の動向情報（ビッグデータ）の収集・分析に基づく
広域観光組織等の滞在型観光プランの企画・実践を通じ
て、観光地域づくりを担う人材の育成を図る。

地域観光課

53
【観光】
外国人観光客等受入環境整備事業

キャッシュレス決済環境等、外国人観光客にストレスフ
リーな観光を提供するため受入環境整備を支援する。

地域観光課
国際観光課

54
【食品】
海外経済活動支援事業等による販路拡大

商社と連携したEコマースによる販路拡大、インフルエン
サーによるPRやライブ配信等を実施する。

地産地消・外商課

55
【食品】
食品加工高度化支援事業

製造現場の課題に対応するため、デジタル技術を活用した
生産性向上や、輸出を目指した生産管理の高度化等を支援
する。

地産地消・外商課

56
【産業全般】
ビジネスチャレンジ支援

「デジタル化」「グリーン化」「グローバル化」に資する
新事業や新製品等について、ビジネスアイデアの磨き上げ
や実現可能性調査を行う経費を補助する。

産学官民連携課

57
【産業全般】
ヘルスケア産業実証実験支援事業

県内市町村と県内外民間企業や高等教育機関が連携して実
施する、デジタル技術を活用したヘルスケア関連の新製品
や新サービスを事業化するための実証実験を支援する。

産学官民連携課

58
【医療】
健康パスポートアプリ

アプリ版パスポートの機能を拡充し、健康づくりの促進を
図る。

保健政策課

高知県デジタル化推進計画　取組一覧表
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No 名称 内容 所属名

59
【医療】
糖尿病重症化予防保健指導実施事業

糖尿病予備軍等に対し持続血糖モニタリングデータをもと
に、ICTを活用した保健指導を実施する。

保健政策課

60
【医療】
救急医療情報システム運営委託業務

地域住民、医療機関、消防機関を対象とした救急医療情報
の提供を行う。

医療政策課

61
【医療】
医療介護連携情報システム活用推進事業
（高知家＠ライン）

医療と介護の連携強化に向けて、県内全域に高知家＠ライ
ンの普及を図る。

在宅療養推進課

62
【医療】
在宅医療提供体制整備事業（ヘルスケアモ
ビリティ事業）

医療機関が在宅医療に取り組むための医療機器や通信機器
を搭載した医療車両導入及びオンライン服薬指導に取り組
む薬局への初期投資支援を行う。

在宅療養推進課

63
【医療】
地域医療介護情報ネットワークシステム改
修事業（高知EHRの統合的運用）

高知EHR（高知あんしんネット・はたまるねっと・高知家
＠ライン）の統合的運用を実現するため、補助による支援
を実施する。

在宅療養推進課

64

【医療】
地域医療介護連携ネットワークシステム導
入促進事業（はたまるねっとにおけるマイ
ナンバーカード患者認証）

はたまるねっとにおいて、マイナンバーカードのみで患者
認証を可能とするため、補助による支援を実施する。

在宅療養推進課

65
【医療】
フレイルチェックアプリ

早期のフレイル対策につなげるため、フレイルの状態を自
ら簡単に把握できるアプリを開発し、普及を図る。

在宅療養推進課

66
【医療】
服薬支援体制の整備

高齢者施設や中山間地域のあったかふれあいセンター等で
のオンラインによる非対面方式の服薬支援体制を整備す
る。

薬務衛生課

67
【福祉】
あったかふれあいセンターの多世代・多用
途化

社会参加の場づくりなど、高知型地域共生社会の拠点とし
てのあったかふれあいセンターの機能を生かすため、ネッ
トワーク環境を整備する。

地域福祉政策課

68
【福祉】
デジタル化導入支援事業

福祉・介護事業所に対するICT機器等の導入経費の補助及
び個別相談会等の実施により、福祉・介護事業所のデジタ
ル化を支援する。

長寿社会課
障害福祉課

69
【福祉】
遠隔手話通訳

タブレット端末を活用し、聴覚障害者が医療機関を受診す
る際などに遠隔手話通訳を行う。

障害福祉課

70
【福祉】
視覚障害者向けスマホ訓練指導

視覚障害者のスマートフォン操作方法の習得に向けて、視
覚障害者生活訓練指導員及びパソコンボランティアの訪問
等による訓練指導を行う。

障害福祉課

71
【福祉】
出会いの機会の創出

イベント参加者を対象に、マッチングシステムをおためし
利用出来るようにする機能を追加する。

子育て支援課

72
【福祉】
高知家子育て応援パスポートアプリ

子育て応援パスポートアプリを創設し、子育て家庭にプッ
シュ型の情報発信を行うことで子育て支援サービスの利用
促進を図る。

子育て支援課

73
【教育】
県立大学の学修支援システム構築

学生への教育の充実を図るため、学修成果の可視化等を可
能とする学修支援システムの導入を支援する。

私学・大学支援課

74
【教育】
市町村立学校校務支援システムの導入・活
用促進

統合型校務支援システムの活用により、教職員の事務的業
務の負担軽減や児童生徒情報の確実な共有と円滑な引き継
ぎなど、各学校における学習指導等の充実を図る。

教育政策課

75
【教育】
遠隔教育推進事業

遠隔教育システムを活用した遠隔授業の配信を行う。 教育政策課

76
【教育】
免許外指導担当教員支援事業

遠隔教育システムを活用し、中学校の免許外指導を支援す
る。

教育政策課

77
【教育】
学習支援プラットフォームの活用促進

デジタル教材や個々の学習理解の状況を可視化できる学習
支援プラットフォームの活用により、「学校の新しい学習
スタイル」の確立を目指す。

教育政策課

78
【教育】
高知版CORE遠隔教育ネットワーク構築事業

教育の地域間格差を解消し、多様な進路希望を実現するた
め、幡多地域等の高等学校に遠隔教育ネットワークを構築
する。

教育政策課

高知県デジタル化推進計画　取組一覧表
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79
【教育】
ICT活用指導力向上研修等開発事業

教員のICT活用指導力の向上のための体系的な研修を実施
する。

教育政策課

80
【教育】
自動採点システム設置・管理委託業務

テストの採点・集計をデジタル化し、業務の効率化やデー
タの活用による授業力の向上を図る。

教職員・福利課

81
【教育】
認可外保育施設におけるICT化推進等事業

保育記録の入力支援等、保育従事者の業務負担軽減につな
がる機器の購入等の助成を実施する。

幼保支援課

82
【教育】
学力向上検証サイクル確立事業（デジタル
ドリル活用実証研究事業）

児童生徒一人一人の学習状況や理解度に対応した個別最適
な学びを実現するために、AIデジタルドリルを活用した効
果的・組織的な取組の普及を図るとともに、基礎学力の定
着と学力向上につなげる。

小中学校課

83
【教育】
「高知の授業の未来を創る」推進プロジェ
クト

それぞれの拠点校において、教材研究会と授業研究会を１
セットとし、学習指導要領の趣旨・内容の理解から単元づ
くり、教材分析や授業省察をもとにした研究協議などを行
う。

小中学校課

84
【教育】
ICT活用力向上事業

小学校における１人１台タブレット端末の活用をより充実
させるため、情報教育推進リーダーによる実践発表や協働
学習支援ツールの活用研修を通して、授業におけるICT活
用のイメージを共有し、タブレット端末を活用した授業づ
くりを普及させる。

小中学校課

85
【教育】
先端技術を活用した個別最適指導学習研究
事業等

個々の学習状況と理解度に対応した最適な個別指導の実現
に向けて、デジタル教材を活用した指導方法の実践研究を
行うとともに、ICTを効果的に活用した授業改善等を進め
る。

高等学校課
特別支援教育課

86
【教育】
ICT教育サポーター派遣事業

県立特別支援学校の児童生徒の日常的なICT活用に向け、
増加する学校からの支援要請に対応するために、ICT教育
サポーターを派遣する。

特別支援教育課

87
【南海トラフ地震対策】
高知県防災アプリ

的確な情報発信により、県民の適切な避難行動を促すた
め、「高知県防災アプリ」の普及促進を行う。

危機管理・防災課

88
【南海トラフ地震対策】
高知県総合防災情報システム更新業務

国が構築しているSIP4D（基盤的防災情報流通システム）
との連接やシステムの操作性の向上を図り、迅速な応急活
動や避難情報等の配信を行う。

危機管理・防災課

89
【南海トラフ地震対策】
緊急物資搬送用ドローン運航 行管理システ
ム構築

孤立地域の発生時に緊急物資を搬送するためのドローン及
び運航管理システムを整備する。

危機管理・防災課

90
【南海トラフ地震対策】
Webを活用した医師向け研修の実施

日頃の診療科にかかわらず初期対応ができる医師を確保す
るため、地震対策の基礎知識や災害時の特別疾患の対処な
どに関するWeb研修を実施する。

保健政策課

91
【土木・建設】
入札参加資格電子申請システム開発委託業
務

建設工事等に係る入札参加資格の申請手続のオンライン化
に向けたシステム改修を実施する。

土木政策課

92
【土木・建設】
デジタルツインによる行政サービスの検討
委託業務

デジタルツインによる浸水可視化シミュレーションの検証
を実施する。

技術管理課

93
【土木・建設】
河川航空レーザ測深委託業務

航空レーザを活用し、立体的に堤防や河道の状況を記録し
た河川カルテの作成を行う。

河川課

94
【土木・建設】
道路情報関連のデジタル化

道路の規制情報や路面状況など、最新の道路情報を道路利
用者へ提供し、通行の安全性の向上を図る。

道路課

95
【土木・建設】
道路台帳管理システム保守委託業務

道路管理業務等の効率化および地方交付税の基礎数値算出
を行う道路台帳管理システムの運用保守を実施する。

道路課

96
【土木・建設】
都市公園台帳システム再構築

公園の整備・点検・管理データの一元化及びスマート化に
より、公園整備計画の効率化を図る。

公園下水道課

97
【土木・建設】
建築工事におけるICT活用

定例会等のWeb化、電子情報を活用した協議のスピード
アップに取り組む。

建築課
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98
【土木・建設】
港湾維持修繕事業（定期点検のデジタル
化）

管理点検業務の省力化や港湾利用の安全性等の向上を図る
ため、定期点検情報のデータベース整備を行う。

港湾・海岸課

99
【文化芸術・スポーツ】
文化芸術振興ビジョン推進事業

文化芸術を産業振興や地域振興等に活かせる人材や、継承
する人材の育成をオンラインを活用して行う。

文化国際課

100
【文化芸術・スポーツ】
イベント開催業務のデジタル化

コンテストのオンライン投票や、オンライン審査を実施す
るとともに、Web上で閲覧者参加型企画を開催する。ま
た、まんが甲子園等の海外向け広報を拡充する。

文化国際課

101
【文化芸術・スポーツ】
県立スポーツ施設管理運営
（デジタル機器の購入）

高知県スポーツ科学センター事業による体力測定及び各種
医科学サポートで活用するデジタル機器を購入する。

スポーツ課

102
【中山間振興】
中山間地域デジタル化支援事業

離島や山間部等の条件不利地域でのデジタル技術を活用し
て解決を図る実証事業に要する経費を補助する。

中山間地域対策課

103
【中山間振興】
UIターン情報の発信

本県に関心のある新たな層の掘り起こしのため、デジタル
マーケティングを活用した情報発信による移住希望者との
接触機会の拡大を図る。

移住促進課

104
【中山間振興】
空き家情報発信支援事業

空き家と移住希望者のマッチング強化のため、移住のポー
タルサイトに、Web上で空き家の内覧ができる機能を導入
し、住まい探しの利便性を向上する。

移住促進課

105
【中山間振興】
生活用水確保支援事業

給水施設の維持管理負担の軽減のためのデジタル化に要す
る経費を補助する。

鳥獣対策課

106
【中山間振興】
高知県版MaaS推進事業

標準的なバス情報フォーマット(GTFS-JP)形式のバス情報
の整備・オープンデータ化の実施に取り組む。また、マイ
ナンバーカードを活用した公共交通の利便性向上策の実証
実験を実施する。

交通運輸政策課

No 名称 内容 所属名

107 総合人事システムの改修
人事関係業務の省力化を進めるため、総合人事システムの
改修を行う。

人事課

108 AI-OCRシステムの活用
手書きの申請書類等のデータ入力作業を自動化するAI-OCR
のサービス利用を行う。

デジタル政策課

109 RPAの拡充
RPAのシナリオ作成、職員のシナリオ作成支援及び研修等
を行う。

デジタル政策課

110
マイナンバーカードを用いた職員認証基盤
の構築

適切な行政資産の保護及び行政事務の効率化を図るため、
マイナンバーカードを用いた印刷認証、会議室等の鍵管
理、入退庁管理を行う。

デジタル政策課
管財課

111 健康づくり支援システムの管理運営
保健医療に関する各種統計情報を一元管理・提供し、地域
課題の抽出や施策の評価などに役立てる。

保健政策課

112 美術館の管理運営（ICリーダーを導入）
県が著作権を有する写真作品について、ICリーダーを導入
し、作品の現物確認等の作業時間の効率化を図る。

文化国際課

113 県史編さん事業
業務の円滑化を図るため、調査で収集された写真記録や資
料を共有できる環境を整備する。

歴史文化財課

114 財務会計システム基本設計委託事業
会計事務のさらなるデジタル化による業務効率化やペー
パーレス化等を図るため、財務会計システムの再構築を行
う。

会計管理課

115 デジタル化推進による議会機能の強化
タブレット端末の導入やWi-Fi環境の整備等を行うこと
で、オンライン会議やペーパーレス等による議会のデジタ
ル化を推進し、議会機能の強化を図るもの

議会事務局
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116
市町村立学校諸手当・年末調整システムの
運用保守

令和３年度に導入した諸手当・年末調整システム（市町村
立学校）について、安定稼働のための保守を行う。

教職員・福利課

117 運転免許センターに係る手続のデジタル化
運転免許センター利用者の利便性向上と業務の効率化のた
め、新たなシステムの導入やセンターの改修を行う。

公安委員会（会計
課）

118 警察行政のデジタル化
警察行政のデジタル化推進のため、自動車保管場所管理シ
ステムや高度警察情報通信基盤システム用端末の運用等を
行う。

公安委員会（会計
課）

No 名称 内容 所属名

119 ペーパーレス会議の活用
会議資料（電子ファイル）をパソコン端末で共有すること
で、資料のペーパーレス化や事前準備に要する作業時間の
縮減を図る。

デジタル政策課

120 県庁ワークスタイル変革プロジェクト
複雑化・多様化する行政課題に向き合っていくため、組織
的なBPRや業務改善、執務環境の改善、デジタル化支援等
を実施する。

デジタル政策課
管財課

121 グループウェアの活用
グループウェアの活用により、庁内の情報共有を円滑に行
うことで、業務に付随する事務作業の効率化を図る。

デジタル政策課

122 Ｗｅｂ会議システムの活用
業務の効率化のため、県・市町村が利用可能なWeb会議シ
ステムの運用を行う。

デジタル政策課

No 名称 内容 所属名

123 情報通信基盤の整備
地域間のデジタルデバイドが発生しないよう、デジタルイ
ンフラの整備を行う市町村へ財政支援を行う。

デジタル政策課
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